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第 １ 号 （１２月 ８日） 
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令和２年第４回西原村議会定例会会議録 

 

 

 令和２年１２月８日、令和２年第４回西原村議会定例会が西原村役場に招集

された。 

 

 

 令和２年１２月８日（火曜日） 議事日程第１号 

 

日程第 １  会議録署名議員の指名について 

 

日程第 ２  会期の決定について 

 

日程第 ３  諸般の報告 

 

日程第 ４  村長提案理由説明 

 

日程第 ５  休会の件について 
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１、応招議員    （１０名） 

 

 

１ 番    尾 崎 幸 穂 君 

２ 番    髙 本 孝 嗣 君 

３ 番    小 城 保 弘 君 

４ 番    堀 田 直 孝 君 

５ 番    坂 本 隆 文 君 

６ 番    中 西 義 信 君 

７ 番    西 口 義 充 君 

８ 番    上 野 正 博 君 

９ 番    宮 田 勝 則 君 

１０ 番    山 下 一 義 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、不応招議員    （なし） 
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３、出席議員    （１０名） 

 

 

１ 番    尾 崎 幸 穂 君 

２ 番    髙 本 孝 嗣 君 

３ 番    小 城 保 弘 君 

４ 番    堀 田 直 孝 君 

５ 番    坂 本 隆 文 君 

６ 番    中 西 義 信 君 

７ 番    西 口 義 充 君 

８ 番    上 野 正 博 君 

９ 番    宮 田 勝 則 君 

１０ 番    山 下 一 義 君 

 

 

 

 

４、欠席議員    （なし） 

 

 

 

 

５、職務のため出席した職員は次のとおりである。 

 

 

                議会事務局長    米 口 三喜男 君 

                議会事務局書記   松 永 政 範 君 
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６、地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名

は次のとおりである。 

 

 

                村  長    日 置 和 彦 君 

                副 村 長    目 床 順 司 君 

                教 育 長    竹 下 良 一 君 

                総務課長    須 藤   博 君 

                企画商工課長  林 田 浩 之 君 

                教育課長    吉 田 光 範 君 

                会計管理者   西 山 春 作 君 

                税務課長    廣 瀨 龍 一 君 

                産業課長    南 利 孝 文 君 

                復興建設課長  吉 井   誠 君 

                住民福祉課長  藤 吉 昌 也 君 

                保健衛生課長  松 下 公 夫 君 

                保育園長    槇 原 加奈子 君 
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午前１０時００分   開会・開議 

 

 

○議長（山下一義君）おはようございます。 

  本日は全員出席であります。 

  第４回の定例会が招集されましたところ、定足数に達しておりますので、

令和２年第４回西原村議会定例会を開会します。 

  会議に入ります前に、新型コロナウイルス感染症が急激に拡大している今

日です。国内では16万3,000人ほど、熊本県でも1,100人ほどの感染者が確認

されています。議員各位、また職員の皆さんも、日頃からマスクの着用、小

まめな手洗い、手指の消毒等を徹底し、自己管理に努めてもらいたいと思い

ます。 

  ただいまから本日の会議を開きます。本日の会議は、お手元に配付の議事

日程第１号のとおり行います。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、７番議員、西口義充

君、８番議員、上野正博君を指名します。 

  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

  お諮りします。今期定例会の会期は、12月１日に行われました議会運営委

員会で本日８日より11日までの４日間と想定しております。ただし、新型コ

ロナウイルス感染症対策として、会期日程を12月25日までの18日間とするこ

ととしますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（山下一義君）異議なしと認め、よって会期は、本日８日より11日まで

の４日間を想定しますが、新型コロナウイルス感染症対策として、会期日程

を12月25日までの18日間とすることに決定しました。 

  日程第３、諸般の報告を行います。 

  諸般の報告として、議長から、会議規則第129条ただし書の規定により、

議員の派遣についてを報告します。 

  11月12日に、熊本県町村議会広報コンクール表彰式及び町村議会広報研修

が菊陽町図書館ホールで開催され、「殻を破れ！！創意、熱意の取り組みに

学ぶ」と題して、パネルディスカッション形式で行われました。 

  11月17日には、町村議会常任委員長・議会運営委員長研修会が大津町文化

ホールで開催され、三菱総合研究所未来共創本部主席研究員、松田智生氏に

よる「コロナ禍における地方創生 逆参勤交代制度について」と題して講演

が行われました。 

  以上で、議長からの諸般の報告を終わります。 

  ほかに諸般の報告として何かございませんか。 



－6－ 

（「なし」の声） 

○議長（山下一義君）なければ、これで諸般の報告を終わります。 

  日程第４、村長に提案理由の説明を求めます。 

（村長 日置和彦君 登壇 説明） 

○村長（日置和彦君）おはようございます。 

  令和２年第４回西原村議会定例会の招集をお願いしましたところ、議員各

位におかれましては、公私ともに年末の大変ご多忙の中、全員のご出席を賜

りまして、誠にありがとうございます。 

  今年も12月となり、残り20日余りとなりました。師走と聞くだけで何かと

慌ただしく感じるものであり、議員各位におかれましても、それぞれの立場

でご活躍のことと推察いたします。 

  さて、近年は、毎年のように県内外において災害が多発しており、しかも、

激甚的な被害をもたらす大災害が発生しております。今年も、県南の人吉・

球磨地方での７月豪雨による甚大な被害が発生し、死者65名といまだに２名

の行方不明となっております。同じ災害を経験した村として、誠に心が痛む

のであり、被災地の一日も早い復旧復興を願うものであり、被災された方々

にお見舞い申し上げる次第でございます。 

  また、今年は新型コロナウイルスが全国的に感染しており、全国で16万人

以上が感染し、県内においても1,000人以上、今朝の新聞では1,099名感染者

が発生しており、13名の方が犠牲となっておられます。 

  阿蘇郡市では、本村だけが感染０を続けておりますが、今後もマスクの着

用と消毒、手洗いの励行と３密を避け、いま一度感染防止の意識を高めると

ともに、新型コロナウイルス感染症の恐ろしさを再認識する必要があると思

います。今後とも感染防止に努めてまいります。 

  熊本地震関係では、現在、仮設住宅には11月末現在で28世帯68名の方が入

居中であり、宅地の再生事業を一日も早く完成させ、全ての方が自宅の再建

ができるよう努めてまいります。 

  公共の復旧事業もほぼ入札を終えており、古閑地区、畑風当地区、下小森

地区、上布田地区がほぼ完成しており、残りの大切畑地区、下布田地区にお

いても、今年度末までの完成を目指し、急ピッチで施工中であり、当初の予

定どおり５か年で終えると予想しております。 

  総合体育館建設も順調に工事が進んでおり、残りの事業費についても、国

に要望活動を実施しており、国の第３次補正予算もしくは令和３年度の当初

予算で計上していただけるものと思っております。 

  また、地震で中断しておりました事業につきましても、今後順次施工でき

るよう、職員一丸となって取り組んでまいりますので、今後とも、議員各位

のご指導とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を

させていただきます。 
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  議案第103号、地方税法の一部改正に伴う関係条例の制定についてご説明

申し上げます。 

  本案は、地方税法の一部を改正する法律が公布され、地方税法の延滞金に

関わる規定が改正されたことに伴い、所要の改正を行う必要があるため、関

係条例の一部を改正するものであります。 

  詳細につきましては、保健衛生課長よりご説明申し上げます。 

  議案第104号、西原村保育の必要性の認定に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 

  子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴い、西原村保育の

必要性の認定に関する基準を定める条例の一部を改正するものでございます。 

  詳細につきましては、住民福祉課長よりご説明申し上げます。 

  議案第105号、西原村国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いてご説明申し上げます。 

  本案は、地方税法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、

所要の改正を行う必要があるため、本条例の一部を改正するものであります。 

  詳細につきましては、税務課長よりご説明申し上げます。 

  議案第106号、令和２年度西原村一般会計補正予算（第９号）についてご

説明いたします。 

  今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億8,014

万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ78億4,584万

1,000円とするものでございます。 

  歳入歳出の主なものについて申し上げますと、歳入では、国庫補助金

3,778万4,000円の増額補正、繰入金6,787万8,000円の増額補正でございます。 

  歳出につきましては、総務費の総務管理費を6,464万4,000円の増額、農林

水産業費の農業費を4,565万1,000円の増額、土木費の道路橋梁費を4,166万

6,000円増額しております。そして、予備費を6,280万円減額補正しておりま

す。 

  詳細につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。 

  議案第107号、令和２年度西原村国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）についてご説明申し上げます。 

  今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20万7,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億8,505万1,000円と

定めるものでございます。 

  主な内容を申し上げますと、歳入につきましては、国民健康保険税300万

円の減額補正、国庫支出金180万円の増額補正、県支出金140万7,000円の増

額補正でございます。 

  歳出につきましては、総務費６万6,000円の増額補正、諸支出金50万円の

増額補正、予備費35万9,000円の減額補正でございます。 
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  詳細につきましては、保健衛生課長よりご説明いたします。 

  議案第108号、令和２年度西原村介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついてご説明申し上げます。 

  今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ458万円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億4,217万6,000円と定め

るものでございます。 

  主な内容を申し上げますと、歳入につきましては、保険料93万7,000円の

減額補正、国庫支出金383万1,000円の増額補正、諸収入115万8,000円の増額

補正でございます。 

  歳出につきましては、総務費105万6,000円の増額補正、諸支出金63万

9,000円の増額補正、予備費288万5,000円の増額補正でございます。 

  詳細につきましては、保健衛生課長よりご説明申し上げます。 

  議案第109号、令和２年度西原村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）についてご説明申し上げます。 

  今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ195万1,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億7,173万7,000円と

定めるものでございます。 

  主な内容を申し上げますと、歳入につきましては、繰入金195万1,000円の

増額補正でございます。 

  歳出につきましては、総務費17万1,000円の増額補正、後期高齢者医療広

域連合納付金178万3,000円の増額補正、予備費16万2,000円の減額補正でご

ざいます。 

  詳細につきましては、保健衛生課長よりご説明申し上げます。 

  議案第110号、令和２年度西原村中央簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号）についてご説明申し上げます。 

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億1,914万6,000

円と定めるものでございます。 

  主な内容について申し上げますと、歳出におきましては、業務費482万円

の増額補正、消費税相当額に82万4,000円の増額補正でございます。 

  詳細につきましては、復興建設課長よりご説明申し上げます。 

  議案第111号から議案第114号、工事請負変更契約の締結についてご説明い

たします。 

  議案第111号から議案第114号につきましては、全て工事請負変更契約の締

結についてでありますので、一括して提案させていただきます。 

  議案第111号、工事請負変更契約の締結について、大切畑地区大規模盛土

滑動崩落対策工事（大切畑05）、議案第112号、工事請負変更契約の締結に

ついて、宅地耐震化推進（大規模）滑動崩落対策工事（下布田10）、議案第

113号、工事請負変更契約の締結について、小規模住宅地区等改良工事（下
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布田10）、議案第114号、工事請負変更契約の締結について、宅地耐震化推

進（拡充）滑動崩落対策工事（ＫＨ118・129・135）、以上４件につきまし

ては、熊本地震により被災した宅地等の復旧事業であり、契約の変更が必要

になりましたので、地方自治法第96条第１項第５号及び議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、議会の

議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、復興建設課長よりご説明申し上げます。 

  以上、今期定例会の提案は、議案12件でございます。 

  議員各位におかれましては、全案件とも慎重審議をしていただき、何とぞ

議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わらせてい

ただきます。大変お世話になります。 

○議長（山下一義君）以上で、村長の提案理由の説明は終わりました。 

  日程第５、休会の件についてを議題とします。 

  お諮りします。明日９日の本議会を休会したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（山下一義君）異議なしと認め、明日９日の本議会を休会とすることに

決定しました。 

  以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

  本日はこれをもって散会したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（山下一義君）異議なしと認め、次の会議は10日午前10時より行います。 

  本日はこれをもって散会します。 

 

 

午前１０時１７分   散 会 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 号 （１２月１０日） 
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令和２年第４回西原村議会定例会会議録 

 

 

 令和２年１２月１０日、令和２年第４回西原村議会定例会が西原村役場に招

集された。 

 

 

 令和２年１２月１０日（木曜日） 議事日程第２号 

 

日程第 １  一般質問 

 

日程第 ２  議案第１０３号 地方税法の一部改正に伴う関係条例の整理に関 

              する条例の制定について 

 

日程第 ３  議案第１０４号 西原村保育の必要性の認定に関する基準を定め 

              る条例の一部を改正する条例の制定について 

 

日程第 ４  議案第１０５号 西原村国民健康保険税条例の一部を改正する条 

              例の制定について 
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１、応招議員    （１０名） 

 

 

１ 番    尾 崎 幸 穂 君 

２ 番    髙 本 孝 嗣 君 

３ 番    小 城 保 弘 君 

４ 番    堀 田 直 孝 君 

５ 番    坂 本 隆 文 君 

６ 番    中 西 義 信 君 

７ 番    西 口 義 充 君 

８ 番    上 野 正 博 君 

９ 番    宮 田 勝 則 君 

１０ 番    山 下 一 義 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、不応招議員    （なし） 
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３、出席議員    （１０名） 

 

 

１ 番    尾 崎 幸 穂 君 

２ 番    髙 本 孝 嗣 君 

３ 番    小 城 保 弘 君 

４ 番    堀 田 直 孝 君 

５ 番    坂 本 隆 文 君 

６ 番    中 西 義 信 君 

７ 番    西 口 義 充 君 

８ 番    上 野 正 博 君 

９ 番    宮 田 勝 則 君 

１０ 番    山 下 一 義 君 

 

 

 

 

４、欠席議員    （なし） 

 

 

 

 

５、職務のため出席した職員は次のとおりである。 

 

 

                議会事務局長    米 口 三喜男 君 

                議会事務局書記   松 永 政 範 君 
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６、地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名

は次のとおりである。 

 

 

                村  長    日 置 和 彦 君 

                副 村 長    目 床 順 司 君 

                教 育 長    竹 下 良 一 君 

                総務課長    須 藤   博 君 

                企画商工課長  林 田 浩 之 君 

                教育課長    吉 田 光 範 君 

                会計管理者   西 山 春 作 君 

                税務課長    廣 瀨 龍 一 君 

                産業課長    南 利 孝 文 君 

                復興建設課長  吉 井   誠 君 

                住民福祉課長  藤 吉 昌 也 君 

                保健衛生課長  松 下 公 夫 君 

                保育園長    槇 原 加奈子 君 
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午前１０時００分   開議 

 

 

○議長（山下一義君）おはようございます。 

  本日は全員出席であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を

開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付の議事日程第２号のとおり行います。 

  日程第１、一般質問を行います。 

  一般質問については、12月１日に行われました議会運営委員会の中で、発

言時間はおのおの50分以内と決定しておりますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（山下一義君）異議なしと認め、50分以内と決定します。 

  受領番号１番、７番議員、西口義充君、件数３件、発言を許可します。 

（７番議員 西口義充君 登壇 質問） 

○７番議員（西口義充君）７番議員、西口です。 

  通告３件、ただいまより質問をさせていただきます。 

  第１点目、自然災害から命を守る取組みについてということで質問いたし

ます。 

  熊本では、大震災が起きまして４年８か月になろうとしております。当村

においては、いち早い対応の下、首長をはじめ各職員の頑張りと、また全国

からのご支援の下、県下でも最も早く復旧・復興が進みまして、その結果、

本年度中、来年の３月いっぱいにはある程度めどがついたということで、

我々議員といたしましても大変安堵しているところでございますし、住民の

方々も安心されるのではなかろうかと思っております。 

  さて、この近年、毎年日本各地でいろんな形の大災害が起きております。

そのときにおいて多くの人命を奪い、自然を壊し、悲惨な状況となっている

ところでございます。本年７月３日から４日にかけての県南、県北の地域に、

活発になった梅雨前線で甚大な被害をもたらした熊本豪雨、球磨川流域など

の河川氾濫が起き、土砂災害等が起き、65名の方が亡くなり、いまだ２名の

方が行方不明というようなことでございます。この被災をされた中で、65名

のうち高齢者、65歳以上が亡くなられた方が85％というようなデータが出て

おります。 

  今回の集中豪雨の原因は、積乱雲が次々と発生し連なった線状降水帯であ

ります。この線状降水帯、東西400㎞から500㎞までに及んだとも言われてお

ります。線状降水帯は、気象庁のほうでは予測がつかないというようなこと

で、大変、今の時点で把握するのは難しいということでございます。 

  また、梅雨が過ぎますと台風による警戒が必要になってまいります。そこ

で、いろいろ今後対応策を考えていかなければならないと思っております。
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積乱雲が渦を巻き、台風が頻繁に発生しやすくなっております。しかしなが

ら、新聞等で見ておりましても、海水温が上がると台風の回数は少なくなり

ますけれども、大きな台風に変わってきているというようなことでございま

す。 

  1999年９月に起きました18号台風、不知火町松合地区におきましては、こ

の台風によりまして海水面が12ｍかさ上げされて集落に流れ込み、12名の方

が亡くなられております。このときの気圧が930㍱、最大風速が67ｍぐらい

のスーパー台風ではなかっただろうかというふうにも言われております。 

  さて、今回の質問は、高齢者や介護が必要な障害者等の避難支援と避難場

所の指定をどのように考えているのかというようなことでございます。 

  本年９月初めに起きました台風、気象庁の説明によりますと、非常に強い

台風９号、気圧も低く、風も今までにない、経験したことがない大型台風と

報道されておりました。本当に報道されているような風が吹けば、仮設住宅

などは基礎もない丸太の上に建っている住宅でもございました。とても危険

を感じました。また、この住宅には老人の方もたくさん住んでおられまして、

この人たちはどうなるのかなという心配を一番にいたしました。一人でも早

く皆さんが避難していただくような対応をしてもらわんといかんというよう

なことで、すぐさま住民課の課長に電話いたしました。そのときに、もう会

議をやっておりますよというようなことでございまして安堵いたしましたけ

れども、何しろ早くに対応を取ってくれと、呼びかけを行ってくれというよ

うなことで、指定場所も早くしてくれというようなことで電話しまして、そ

の後、行政のほうでは避難準備を放送されておりました。本当にあの恐怖に

対しては、私も怖かったですけれども、西原村住民の方、県下の方も大変怖

い思いをされたのではないだろうかと思っております。 

  今後、そういうことがありまして、第１点、障害者の方は、本当に自分で

は動けない、人の力が必要な方もたくさんおられます。車も運転ができませ

んので、そういうときの対応策と、そういう方々の避難場所というのをどの

ようにお考えになっているのか、村長、お伺いいたします。 

○議長（山下一義君）村長。 

（村長 日置和彦君 登壇 答弁） 

○村長（日置和彦君）高齢者や介護が必要な障害者など、避難支援と避難場所

の指定をどのように考えているかという内容の質問ということで、お答えを

させていただきます。 

  今、議員が申されましたように、今年も大雨、台風による避難所も村のほ

うでは開設しております。特に本年は、新型コロナウイルスの感染連鎖が終

息しない中での避難所を開設したところであります。今年の台風時には、事

前に村のほうでも課長会議を開き、上陸、接近したときの対応を協議し、確

認を行ったところでもございます。避難所運営につきましても、今は特に感
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染症の予防、３密、要するに密閉、密集、密接を避けることを踏まえた対応

が必要であることは認識しております。関係各課と連携を密にして、避難所

開設時に感染症対策に万全を期しているところであります。 

  特に今年は、台風10号が接近し、それに伴いまして特別警戒クラスの予報

が発令をされております。西原村におきましても、構造改善センター、山西

小学校、河原小学校、それぞれの体育館３か所を避難所として開設させてい

ただきました。最大級の台風ということで早めの避難指示の呼びかけを行い、

特に、消防団による避難広報活動や民生委員、社協等の職員による戸別訪問

等による避難の呼びかけを実施したところでございます。 

  西口議員の質問の避難支援と避難場所の指定につきましても、避難指示を

行ったが、実際に避難を希望された方への避難支援は西原村においては大き

な課題ということで認識をしております。避難したい人がスムーズに避難で

きる体制整備に向けて、消防団、自主防災組織、民生委員、各関連施設職員

等と連携ができるよう検討していきたいというふうに思っております。 

  やはり避難支援が必要な方は、特に歩くことのできない方、介護の必要な

方、家族の付添いが必要な方といろいろおられますけれども、そういった

方々には特に配慮が必要じゃないかなというふうに思います。 

  また、避難場所の指定につきましても、避難指定の第１避難所と考えてお

りますが、指定避難所内で必要な支援を行うことが著しく困難な方がおられ

る場合は、必要に応じて関係者との協議の上、避難者の理解を十分に得て、

必要な体制確保ができる福祉避難所等への誘導ができる体制を検討してまい

ります。 

  ３密を避けるために今まで経験したことのない対応の課題等がありますが、

災害時において命を守るための行動を促しスムーズな避難ができるよう、今

後またさらに検討してまいりたいと思います。 

  ２点目の質問の中にも内容が似ておりますので、またそのところで答弁さ

せていただきます。以上です。 

○７番議員（西口義充君）次、２点目に入らせていただきます。 

  今後、温暖化が進むにつれて、大きな想定外の台風が発生するという予報

でございます。スーパー台風というようなものを予想に入れて、第２点のほ

うへ進めていきたいと思います。 

  今後、想定外の台風等が発生した場合の指定避難場所への集まりが多くな

ると考えられますが、現在の施設で安全は確保できるのかということでござ

います。 

  先ほど村長も言われましたように、村の避難場所は両小学校体育館、構造

改善センター等があります。建物に対しての心配はございませんが、現在の

窓ガラス、２㎜から３㎜、強風に対して対応できるのかというのが心配して

いるところでございます。たくさんの方が避難をされますので、やはり安
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全・安心な施設でなければいけないかと思っております。 

  1999年の18号台風、東バイパス等で、私の経験ですけれども、道路沿いの

ショーウインドーのガラス、厚みは十何㎜かありますけれども、これも大型

ガラスがほぼ割れてしまいました。これも無残なもので、なぜ割れたかとい

うと、やはり風速40ｍを超えたら石が飛んでくるというようなことがござい

ます。小さい石でもああいう大きなガラスはすぐに割れてしまいます。石だ

けでもございませんし、風倒木とかも飛んでまいりまして、割れたときのそ

の破片がとても危険でございます。 

  そういうことで、体育館は下のほうが壁になっておりますけれども、上の

ほうがほぼ全面ガラスでございます。もしも上のほうに飛んだときに下に避

難をされている方がおられれば、ガラスは飛んできますので、皆さん何らか

のけがをされるんじゃなかろうかと。じゃ、これは安全な避難場所であると

いっても危険は伴っていると私は考えておりますけれども、そういう施設を、

避難していただくならば全て早めの対応を取っていく必要があるんじゃなか

ろうかと思います。 

  気象庁も、今後今までにない台風が出てくるという予想はいつも言われて

おりますので、いち早く村としての対応を考えていただくならばという思い

で質問いたしました。村長、いかがでしょうか。 

○議長（山下一義君）村長。 

○村長（日置和彦君）２点目ということでよろしゅうございますか。（「は

い」の声） 

  今後、想定外の台風等が発生した場合、指定避難所への集まりが多くなる

と考えられるが、現在の施設で安全性は確保できるかという内容であるかと

思います。 

  近年では、先ほど議員も言われましたように、地球温暖化によりまして海

水温度の上昇により、発生する台風も大型で勢力も強くなってきております。 

  今年の９月６日、７日に熊本県に最接近した台風10号は、気象庁から過去

最強クラス、特別警報の発表の可能性があると発表され、本村においても熊

本県への最接近に当たり、事前に庁内課長会議による情報共有と対応につい

ての確認を行い、災害警戒本部を設置し対応したところであります。また、

事前の避難情報の周知と自主避難のために、避難所の開設による対応をして

おります。避難所について、指定避難所として３か所開設し、避難者総数は、

９月６日夜の10時現在でありますけれども、32世帯67人でございました。幸

いなことに勢力が弱まり、懸念された甚大な被害はなかった結果であります

が、台風の防災対応の重要性を再認識したところでもございます。 

  今回の台風10号の接近で、ほかの自治体では、新型コロナウイルス感染拡

大防止の観点から避難所の収容人員の制限のため、避難者が収容できない事

案が起きております。ご質問の本村の指定避難所が大丈夫かというご質問で
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ありますが、台風接近時における指定避難所の避難者収容の対応についての

ご質問としてご回答いたします。 

  本村の地域防災計画では、指定避難所を４か所しております。熊本地震発

生時にも指定避難所として利用しております。現在、新型コロナウイルス感

染拡大により、避難所における感染防止対策が必要とされており、３密対策

から、通常の収容人員より少ない収容人員とならざるを得ない状況でござい

ます。本村としては、４か所の指定避難所の収容人員を超える避難者の対応

として、避難所へ配置する職員の確保も必要でありますが、ほかの公共施設

を避難所として増やして対応したいというふうに考えております。 

  また、台風については、事前に予想進路と接近日時の予報が出されること

から、早めの避難情報周知や、避難される方へ対して、避難所以外の避難の

選択肢として親戚や知人宅への避難も含めた分散避難のための避難準備の周

知を図っていきたいというふうに考えております。 

  また、現在の４か所の指定避難所ですが、現在建設中の総合体育館も完成

後には防災計画における指定避難所として指定することで、さらに避難所の

収容人員の確保に寄与できると考えております。 

  現在の指定避難所を基本に、台風接近時の避難対応に取り組んでまいりま

す。 

  ちなみに、体育館が来年９月に完成する予定でございます。体育館の１階

部分が3,500㎡ございます。１人、畳２枚、約４㎡確保しても875人の収容と

なる計算でございます。熊本地震並みの災害が発生したときには、コロナが

終息していれば問題がございませんが、コロナが終息しなくても総合体育館

があれば対応できるんじゃないかなというふうに考えております。以上でご

ざいます。 

○７番議員（西口義充君）新しく体育館ができれば、担当課長のお話を聞きま

して、ガラスのほうは台風が来ても大丈夫だというような報告を受けており

ますので総合体育館につきましては安心をしておりますけれども、それ以外

に対しましては、非常に昔のガラスでございます。何かフィルム等でも貼っ

て飛散防止等も考えていっていただくならばと思っております。数ｍ上から

ガラスが落ちてきますと、頭に当たったときは一命を失うおそれもあります

ので。 

  西原村は早くから防災面に対しましては県下一、動いておる村だと思って

おりますので、１か所だけじゃなくて数か所に分かれてのコロナによる避難

ということで、何らかの対応は取っていく必要があるだろうと思っておりま

す。 

  今回、国のほうも、菅首相の答弁の中で国土強靱化のお話が出ておりまし

た。５年間において15兆円の予算の準備に入るというようなお話も流れてお

りますので、人命を守るためにも、何らかそういう予算があれば、活用でき
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ればそういうことも予算に入れていただいて、みんなが安心して避難できる

ような施設にしていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 

  続きまして、３点目、各集落にあるカライモ貯蔵庫等も避難場所として活

用できると考えられます。各地域の協力をいただくことはできないかという

ようなことでございます。この先、先ほどから言いますけれども、地球温暖

化とともに想定外の強風が起きると言われていますから、今後、各集落の近

くでの災害対応策として、各集落で見直しをしていってもいいのではないか

と思っております。 

  スーパー台風が発生したとすると、一番安全な場所といいますのはやはり

ガラスがない窓、コンクリートに囲まれた場所ではないかと思っております。

そういうことで、避難場所としても各地域に、台風が起きますのが７月、８

月、９月、10月の間です。カライモ貯蔵庫がその時期詰まれば避難場所とは

なりませんけれども、もしも空いているならば、扉も鉄板でございますし、

いざというときにいろんなものが飛んできますので守れるんじゃないかなと

思っております。 

  建物自体も、今の住宅だったら強風には強いと思いますけれども、スーパ

ー台風が来たときにはガラス窓、雨戸でも突き破ってしまいます。皆さん、

シャッターがついているから大丈夫と思っておられますけれども、これは数

㎜でございますので、専門の方とお話しをしますと気休めですよというお話

をされておりました。本当に、やはり物が飛んでくるというのは想定内に入

れておっていいと思います。 

  各集落にせっかくああいう施設がありますので、体の動けない方とか、各

集落で自分の身は自分で守ろうという取組をされて、そういうのを活用しな

がら、自分たちの避難訓練とか、そういう避難の日頃からの啓発活動もその

中に入れていただいて、村自体のハザードマップというような、その集落の

ハザードマップを作っていただいて、自分の集落は自分で守ろうというふう

な運動をしていただくならと思っております。 

  西原村には各集落に消防団もおります。民生委員の方もおられますので、

そういう方にお呼びかけをして取り組むことはできないかというふうに思っ

ておりますけれども、村長、いかがでしょうか。 

○議長（山下一義君）村長。 

○村長（日置和彦君）カライモ貯蔵庫と申されますけれども、いつか台風が来

たとき、住民の方々からそういった話がございました。カライモ貯蔵庫が一

番安心・安全だというような話がありましたけれども、なら、おたくはあそ

このカライモ貯蔵庫に入ってくれと、私は到底言いきらんと言うたんですよ。

今、新しく農業倉庫あたりができておりますけれども、そこら辺ならばいい

けれども、貯蔵庫の穴の中へ行ってくれなんて到底言いきらんということで、

その人には申し上げたところです。内容については産業課長より答えます。 
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○議長（山下一義君）産業課長。 

○産業課長（南利孝文君）西口議員もおっしゃいましたとおり、甘藷貯蔵庫に

つきましては９月の収穫から出荷終了の６月まで約10か月間使用されてござ

います。大半の時期がやっぱり使えないんじゃないかなと。また、農家さん

によっては、貯蔵時期以外でもコンテナの格納庫としてご利用いただいてお

るというような形でございます。 

  もちろん個人的に、あるいは集落で利用される分については決して否定す

るものではございませんけれども、衛生面、また電気、水道、トイレ等避難

場所としての機能確保、これが非常に困難でもあろうかというふうに思われ

ることから、避難場所として公に利用促進を呼びかけるというのは差し控え

たいかなというふうに考えるところでございます。 

  なお、被災農業者経営体育成支援事業によりまして整備されました格納庫、

農作業用施設については、在宅避難の促進につながると同時に、地区ごとの

自主避難に大いに活用されるんじゃなかろうかということを期待するところ

でございます。以上でございます。 

○７番議員（西口義充君）なかなか厳しいような答弁でしたけれども、貯蔵庫

が結構年間通して使われるというようなことであれば仕方がございません。 

  やはり、強風、スーパー台風、フィリピンでは、向こうの建物は建物上、

日本と違いましてもろいんですけれども、スーパー台風が吹いておりました。

風速90ｍ、全ての家が潰されてしまいました。日本でもスーパー台風が来れ

ば大半、今の家でもてると言っても、あの風が来たらとてももたないのでは

ないかと私は思っております。そのときに、体育館に全部入れればいいんで

すけれども、皆さんが入って安全な場所であるということで入れればいいん

ですけれども、それだけ入る人ができない場合はいかがしましょうか。どう

考えられますか。想定外は必ずあります。そういうときの対応策を考えてい

ただければと。 

○議長（山下一義君）日置村長。 

○村長（日置和彦君）いろんなことが想定されるわけですよ。家がもたないよ

うなスーパー台風が来たときは、それはもう西原村の家屋は全て全壊という

形になるかと思います。 

  そういったことで、テレビでよく言いますように、がけ地がある場合は崖

地のほうから離れたところの家の中にいなさいとか、窓があるところは窓か

ら離れていなさいとか、そういうことを徹底して守っていかなくてはならな

いのではなかろうかなと。 

  スーパー台風といえば切りがございませんので、特にそのような台風が来

たときには、甘藷貯蔵庫が空いておれば利用することもそれぞれが考えてや

っていただきたいというふうに思います。こちらからあそこの貯蔵庫に入っ

てくださいというのはなかなか言いづらいところがございます。あそこの中
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は消毒もします。衛生上悪いということで、電気も何もありませんので、そ

ういったことを踏まえると、こちらから甘藷の貯蔵庫に避難してくださいと

はなかなか言いづろうございます。 

  こういったところもありますということは言うてもいいですけれども、そ

ういったことで思っております。以上です。 

○議長（山下一義君）まとめて、次の質問に移ってください。 

○７番議員（西口義充君）カライモ貯蔵庫というのは個人の持ち物でございま

して、やはり難しい点はあるかと思いますけれども、人命を守る意味合いで

こういう質問をしたわけでございます。 

  私は、もう19年になりますけれども、発災型、熊本県下で初めて私が取り

組ませていただいて、その折、五、六百名の方を集めていただいてやりまし

た。やはり想定外は起きると村長も言われます。地震も想定外ではなかった

かと思います。そういうことで、前もっての準備はしていただきたいという

ふうに思っております。 

  体育館のフィルムを貼ったり、そういうのはできるんじゃないかと思って

おりますので、そういう取組だけは考えていただいて、住民の命を守ってい

ただくのも我々の仕事ではないかと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

  続きまして、総合型スポーツクラブの進捗状況についてということで質問

をさせていただきます。 

  まず、教育長にお伺いします。 

  西原村でのスポーツクラブ団体等は今現在何団体あるのか、２点目の両小

学校の児童数とクラブ活動、スポーツクラブ等に加入している児童はどれだ

けいるのか、また、残りの児童はどこで運動しているのかということでお伺

いいたします。お願いします。 

○議長（山下一義君）竹下教育長。 

（教育長 竹下良一君 登壇 答弁） 

○教育長（竹下良一君）お答えいたします。 

  西口議員には、これまで本村教育に対し多大なご支援とご協力をいただい

ておりますことに感謝申し上げます。 

  まず、１点目の令和２年度11月現在の社会スポーツ団体の数でございます

が、西原村体育協会に加盟しているといいますか、参加しているところでい

いですか。（「はい、いいです」の声）12団体でございます。 

  それから、２点目の両小学校の児童数ですけれども、今年度、山西小学校

が341名、河原小学校が61名になります。各小学校のクラブ数でございます

が、これは社会体育のクラブ数になります、昨年度、部活動から社会体育に

移行しましたので。社会体育のクラブ数ですけれども、山西小学校は音楽ク

ラブ、参加人数が10名、河原小学校は卓球クラブ６名、自転車クラブ８名で
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す。ただし、今年度はご案内のように、新型コロナウイルス感染症の拡散防

止のために、多くは停止あるいは自粛をしているところでございます。 

  それから、残りの児童について、学童野球やサッカー、剣道、柔道、そう

いったものを入れますと、村内の社会体育団体に加入している児童で106名、

これに村外の水泳やダンスを入れますと254名になります。70％程度になる

かと思います。さらに太鼓とかピアノ、クラシックバレエ等の文化的な活動

を全て入れますと、習い事も含めて334名と90％を超すような状況でござい

ます。以上でございます。 

○７番議員（西口義充君）西原村のほうも子どもたちのスポーツクラブ、新聞

等で見ますと少年野球クラブ、そして女性のサッカークラブ、いろんな面で

活躍をされております。本当に西原村の子どもはすごいなというようなこと

で見ておりますけれども、今回、社会体育になりまして、やはり子どもたち

の体力を大変心配しておりました。そういう中で今回こういう質問をいたし

ましたけれども、今の教育長のお話を聞くと、いろんな形での活動をやられ

ておるということで、334名の方が何らかの形で体を動かしているというよ

うな、体力面では心配ないかなというように思って聞いておりました。 

  しかし、残りの生徒がいろいろいます。何もやっていないというような子

どもたちがおればそういう子どもたちへも目を向けなければいけないと思っ

ておりますけれども、今後の支援策として、教育長、何かお考えはございま

すか。 

○議長（山下一義君）教育長。 

○教育長（竹下良一君）村の子どもたちが334名何らかの形でスポーツや習い

事をしているからと言って、ご心配いただいておりますように体力が低下し

ていないのかといいますと、実は体力面での低下は全国と同じように認めら

れるところでございます。それと同時に、肥満傾向の子どもたちも増えてき

ているというのが現状でございます。ですから、見通しとしては私たちは甘

く見ておりません。 

  それで、今後はどういうふうにするのかというのは、学校に行っている子

どもたちについては学校体育をより活発にしていくように努めていきますけ

れども、社会体育、社会教育としてどんなふうに考えていくかというところ

で、昨年度提案いたしました総合型スポーツクラブというものを視野に入れ

て今、考えているところでございます。以上です。 

○７番議員（西口義充君）今回、総合型スポーツクラブというようなことで質

問いたしました。やはり西原村は、熊本県からもあと数件しかクラブができ

ていない村が、５件ぐらいでなかったかなと思うんですけれども、いろんな

形で各地域でスポーツクラブ、形は変わっておりますけれどもやられており

ます。 

  そういうこともありまして、やはり子どもたちのためにもこういう施設、
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せっかく今度は総合体育館もできますし、公園等も整備されますし、みんな

が楽しめる、体力増進も含めて今後取り組んでいただくならばと思っており

ます。教育長におかれましては、大変だろうと思いますけれども、そういう

子どもたちを取りまとめていただいて、子どもたちの身体的、能力的、いろ

んな面で高めていただきたいと思っております。 

  それから、今後の計画と見通し状況はできるかというようなことで、今考

えておられることをお伺いいたします。 

○議長（山下一義君）教育長。 

○教育長（竹下良一君）お答えいたします。 

  昨年もお答えいたしましたけれども、昨年から今年10月までは、2021年９

月の西原村総合体育館の完成予定に合わせてスポーツクラブの発足を考えて

きました。しかしながら、11月に入り、県の体育協会との相談を重ねていく

うちに、ｔｏｔｏくじ等の補助金がございますが、申請を考えた場合に、実

は当初の予定、９月に発足するというよりも早い段階から開設する必要があ

るということが明らかになりました。そこで、これまで作成してきました来

年９月までの計画概要あるいは調査とか設立準備委員会の設置等を繰り上げ

て行う必要がございます。 

  喫緊の課題といたしましては、村民を対象とした総合型スポーツクラブの

基本理念あるいは設立趣意書、総合型スポーツクラブの組織等の周知ができ

ておりませんので、それを早急にしていく必要がございます。現在、11月１

日に着任しました津留社会体育指導員を中心に、村内にある既存のスポーツ

団体、西原村体育協会への協力要請を今行っているところでございます。以

上です。 

○議長（山下一義君）まとめて、次の質疑に移ってください。 

○７番議員（西口義充君）やはり設立に向けては行政の力が不可欠でございま

すし、今後、各団体との話合いを重ねられて、多くの方々に賛同いただいて

設立できますように、時間をかけてでも進めていただきたい。期間も決まっ

ておられるということで大変だと思いますけれども、よろしくお願いいたし

ます。私も精いっぱい応援をさせていただき、ぜひ、総合体育館もできます

し、順調に進めていただくならばと思っております。 

  いずれにしろ、西原村民の方々の体力、健康増進のためにも、また、そう

なられると西原村の医療費も抑制できるということで、頑張っていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  では、３点目に入ります。 

  通学路の見直し及び安全対策についてということでお伺いをいたします。 

  現在、夕方も早く暗くなっておりまして、中学生が、帰宅時間、ほとんど

薄暗い中を歩いております。 

  今回の質問、生徒たちの安全面と防犯面で心配されますので、危険から守
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るために防犯灯の設置はできないかということで質問いたします。 

  中学生は今、新所、西原台、緑ヶ丘、小森の里、この生徒20名ほどが農免

道路を通っております。新所の公民館の通りなんですけれども、教育長にお

話を聞きましたら、あそこは通学路指定になっているというようなことでし

た。では、通学路指定であるならば防犯灯はできないかという思いでござい

ます。 

  いずれにいたしましても、熊本大震災でちょうど公民館の前は非常に悪路

になっている部分があります。水たまりもできますし凸凹の穴もありますし、

また村民の方々の散歩コースでもありますので、できれば街灯ぐらいはでき

るんじゃないかなという思いで質問をいたしました。 

  やはり防犯面が一番なんですけれども、明るいところ、暗いところ、自分

たちで歩いておりまして、ここに電球があるだけで本当に安心するねという

ようなことで思っておりましたので、いかがでしょうか。教育長、村長、ど

ちらでもいいです。 

○議長（山下一義君）村長。 

（村長 日置和彦君 登壇 答弁） 

○村長（日置和彦君）質問に対してお答えをさせていただきます。 

  これまで本村では、子どもたちの安全な通学に対して注力したところでも

ございます。無論、今後も変わらぬ姿勢で取り組んでいく覚悟であります。 

  私自身も、朝から役場に来るとき、畑の前近くを来るか工業団地を通って

くるコースも、通称迫の谷を通って万徳集落の中を通るコースと、それから

万徳新所線に入ってくるコース、それともう一つは、うちの前から真っすぐ

左に曲がれば風当に出ます。それで県道を通るコースと、いろんなところを

子どもたちの通学状況を見ながら、確認しながら来ておるところでもござい

ます。 

  これまで、人命に関わるような大きな事故は起きておりませんが、これは

登下校における大人の人たちの見守りのおかげというふうに思っております。 

  また、先日、西原中学校生徒によります生徒議会でも、自転車通学の安全

を保障するためにも路側帯を広くしてほしいとの質問が出されております。

通学の安全性確保に生徒も高い関心を持っておることを確認したところでご

ざいます。 

  最初は１番ですか。（「はい、１番でいいです」の声）それでは、１番の

ほうをお答えさせていただきます。 

  本村の防犯灯設置につきましては、集落間における通学路の設置というこ

とを基本に、各地区の区長さんからの要望に対して要望箇所の状況を確認し

て、通学路であることや既設防犯灯の設置状況を確認して設置をしておると

ころでございます。 

  お尋ねの新所の道、これは通学路ということで、防犯灯をつけないといけ
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ません、一番に。農道ということでありますけれども、そう言えばどこもこ

こもつけないといけなくなってきますけれども、圃場整備された農道内の道

路として、そこですね、ご回答します。 

  現在、中学校より通学路として指定されておりますが、当該のあの道路は

旧建設省の名義で、小森土地改良区の道路でございます。村の道路ではない

ということでございます。防犯灯を設置する場合、道路管理者への承諾を得

る必要がございます。また、道路幅員が狭いということから、防犯灯設置に

より農作業車の通行への支障や防犯灯点灯時に虫が集まってまいります、畑

に害虫が。そういったことも影響するかと思いますので、農地の所有者の承

諾もあそこの場合は必要になってきはしないかというふうに思っております。

このような過程がありますので、ご質問いただいた箇所の通学路への防犯灯

の設置は今のところ対応できないというふうに考えます。 

  今現在、私としては、新所の中は防犯灯がついておりますので、あちらの

ほうを利用していただけないかなというふうに思っております。以上です。 

○７番議員（西口義充君）中学生が集落内の中を自転車で通過するところは一

人も見たことはありません。全部農道が通学路と指定してありますので全員

通ります。 

  これは、もう何十年と通っておりますけれども、今まで事故は一切ありま

せんけども、やはり地元の農業者の協力があればつけていただけるというこ

とでございますか、許可がいただければ。 

○議長（山下一義君）日置村長。 

○村長（日置和彦君）いろんな方の同意が要るわけですよ。農家の方々の許可

をいただくとか、あるいは国土交通省（旧建設省）の管轄でありますので、

そこが許可していただけるのか。 

  私は、防犯灯をつけるよりもあそこの道路の整備のほうが先ではなかろう

かなというふうに思います。あそこは凸凹して、車が通るにもバウンドする

ようなところもございます。ただ、あれは村の道路ではありませんので、土

地改良区の道路でありますので、土地改良区が整備していただけるならば一

番いいのかなというふうに思っております。 

  今のところ、すぐそこに防犯灯ということはできないんじゃなかろうかな。

それよりも、だったらば新所の道を通学路に再認定する、そういったことに

したほうがかえっていいんじゃなかろうかなというふうに思っております。 

○議長（山下一義君）３件目、まとめてください。 

○７番議員（西口義充君）子どもたちが帰るときは、第２点目の夕方の会社を

退社するときに、セブン－イレブンさんの交差点が非常に渋滞いたします。

それによって集落内と農道とを結構通られます。子どもの時間帯と大体一緒

になるような感じでございますので、子どもたちはわざわざ新所の上まで上

がって、防犯灯をつけておりますけれども、集落で。そこを走る子はまずい
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ません。 

  できますならば、いろんな面で行政で動いていただいて防犯灯ができれば、

そう数多くは電柱も立っておりませんけれども、やはり途中は今新しく家が

できておりますし、五、六個ぐらいだったら今だったらつけられるのではな

いかなと。一番危ない部分で電灯がないというような状況でございますので、

皆さんに考えていただいて、行政のほうでも足を運んで見ていただいて、こ

こは危ないと思ったときは早急に動いてもらって、大事な子どもですので、

何もかもできないではなく、いろんな面で大変だとは思いますけれども、ま

ずは人命第一ということで酌んでいただくならばと思っております。 

  これにて私の質問を終わります。 

○議長（山下一義君）コロナウイルス感染対策のために換気を行います。 

  したがって、暫時休憩を行います。 

（午前１０時５２分） 

 

（午前１１時００分） 

○議長（山下一義君）暫時休憩に引き続き会議を再開します。 

  受領番号２番、１番議員、尾崎幸穂君、件数１件、発言を許します。 

（１番議員 尾崎幸穂君 登壇 質問） 

○１番議員（尾崎幸穂君）おはようございます。１番議員、尾崎です。 

  女性目線、主婦目線、母親目線として今回の質問をさせていただきます。 

  一般質問通告書に従い、ＧＩＧＡスクール構想についての質問をさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

  2019年12月に文部科学省が打ち出しましたＧＩＧＡスクール構想では、１

人１台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特

別な支援を必要とする子どもを含め、多様な子どもたちを誰一人取り残すこ

となく、公正に個別最適化され、資質、能力が一層確実に育成できる教育

ＩＣＴ環境を実現する、これまでの我が国の教育実践と最先端のＩＣＴのベ

ストミックスを図ることにより、教師・児童生徒の力を最大限に引き出すと

あります。 

  現在、村内の小・中学校でネットワーク整備工事が進んでおり、児童・生

徒に対し１人１台ＩＣＴ学習用タブレットが令和３年１月末、本村に納入予

定となりました。児童・生徒が使用できるようになるまでにはどのようなス

ケジュールで行われるのか、お伺いいたします。 

○議長（山下一義君）教育長。 

（教育長 竹下良一君 登壇 答弁） 

○教育長（竹下良一君）尾崎議員にお答えいたします。 

  先日、人吉、球磨への災害支援に出向いた際に、ボランティア活動されて

おられる議員のお姿を球磨村でお見かけいたしました。あるいは夜間の英会
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話教室に積極的に参加されたりと、多くのことに活発に活動されている姿を

お見受けいたします。非常に刺激を受けているところでございます。 

  尾崎議員のほうからお話がありましたＧＩＧＡスクール構想については、

実は内閣官房及び３省、総務省、文部科学省、経済産業省といった３省が連

携して、令和時代のスタンダードとしての学校ＩＣＴ環境を整備し公正に個

別最適化された、そして人工知能、ＡＩに代替されない創造性を育める学び

の場の実現へということで、大きなコンセプトは先ほどもお話しいただきま

したが、子どもたち一人一人に個別最適化され、創造性を育める教育ＩＣＴ

環境をというところで現在動いているところでございます。 

  ただ、この後の学校が目指すべき姿、これがもしかしたらこの後の論議に

なるかもしれませんけれども、目指すべき次世代の学校や教育現場の課題は

５つ掲げております、３省がですね。 

  １つが、学びにおける時間・距離などの制約を取り払うということ、２点

目は個別に最適で効果的な学びの支援、３点目がプロジェクト型学習を通じ

て創造性を育むということ、４点目が校務の効率化、最後の５点目が学びの

知見の共有や生成というところでございます。これは高校までも含めた内容

になるかと思いますが、それでは第１点目の令和３年１月納入予定のタブレ

ットを児童・生徒が使用できるまでどのようなスケジュールなのかというこ

とに関しましては、教育課長のほうからお答えしたいと思います。 

○議長（山下一義君）教育課長。 

○教育課長（吉田光範君）おはようございます。尾崎議員の第１点目の質問で

ございますが、今後のスケジュールということでございます。私のほうから

ご説明させていただきます。 

  本年の７月にＬＡＮ整備の発注を行いました。今現在までに各学校に、学

校が授業だったためになかなか工事ができなくて、業者さんのほうが土日に

頑張っていただきまして、一応ＬＡＮ整備、それと接続機械の整備は終わっ

ております。 

  それと、一番大事な充電保管庫ですけれども、全国的な納入でしたのでか

なり厳しかったんですが、業者さんのほうが大分ご尽力をいただきまして、

今月末には一応導入予定ということになっております。 

  それに伴いまして、タブレットの導入でございます。タブレットのほうは

９月に発注をしております。議会の承認をいただきまして発注をしたわけで

ございます。タブレットのほうもなかなか全国的な納入ということで、業者

さんにご尽力をいただきまして、一応生徒数、うちが予定している数は確保

できております。一応、今現在のところ１月末納入予定というところで思っ

ております。 

  今から先が一番大事なところなんでございますが、今後、接続環境を整備

していくわけでございます。その中で、タブレットにおきまして有害サイト
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のフィルタリングの設定及びタブレット一台一台につきましてＩＤ、パスワ

ードの設定の検討とか、そういうところを行っていかなくちゃならないと。

あと、学校に生徒数を配るわけでございます。学校の使用、設置の要綱とい

うか取決めも行っていかなくちゃならないと思っております。 

  私どもで今考えているのは、令和３年１月末から２月末まで１か月間ちょ

っと試験運用をしたい。その中には、今現在使っているプロバイダーが山西

小学校は340ぐらい、中学校は200台ぐらいです。一遍には使わないと思いま

すけれども、その辺でつながりがちゃんとできるのか、その辺がちょっと心

配でございます。その辺の調査も今ちょっと進めているところでございます。

最終的には、本格運用は令和３年の３月ぐらいを予定しております。 

  何しろ、試験運用を行いながら本格運用に移っていきたいと。要は中学３

年生がもう卒業なので、なるだけ、この前も学校の先生たちと協議をしたわ

けでございますが、中学生にちょっとは使わせてやりたいなということで先

生方も思われておりますので、入れる以上は早めに使わせてやりたいという

ふうに思っています。以上でございます。 

○１番議員（尾崎幸穂君）お答えいただきありがとうございます。 

  １月末に入って２月からの運用ということで、早めの運用にしていただけ

ること、保護者としてもありがたく思っております。これからもよろしくお

願いいたします。 

  そして、２点目の質問に移らせていただきます。 

  現在タブレット授業を行っている県内外の方にアンケートを取らせていた

だきました。どのように使っているかということでアンケートを取ったとこ

ろ、デジタル教科書とドリル、あとは植物観察のための写真撮影、国語や英

語などの音読の録音とプレゼンテーションの資料作り、調べ学習、あとは先

生方が板書や資料などみんなに配付するなどがありました。 

  本村では今のところそういうものは入れないというふうにお話を聞きまし

たが、高森町のほうでは早くからタブレット授業やオンライン学習を取り入

れていたと思います。長期休業中では、学習塾と連携して塾の授業を子ども

たちが見られるようにという取組なども行っていたと思います。 

  本村でＩＣＴ学習が始まる準備として、教師の方が授業において活用でき

るようにしないといけないと思います。教師の方への研修などは行われてい

るのでしょうか。それと、サポートを行うＩＣＴ支援員が必要だと思います

けれども、どのように対応していかれるのか、お尋ねいたします。 

○議長（山下一義君）教育長。 

○教育長（竹下良一君）お答えいたします。 

  確かに高森町では、本村と違いまして、一日の長がございます。様々な取

組を行って教師のほうも慣れているというのは事実でございますので、そこ

は大いに吸収を今後も続けていきたいと思いますが、これまで本村では、導



－30－ 

入するパソコンの処理はウインドウズというタイプのものでございましたが、

これからクロームブックというものに変更いたしました。これは様々な理由

がございますけれども、運用コスト、それから保守管理上の理由からだとい

うふうにお考えいただければいいかと思います。 

  ちょっと時間を取りますけれども、ウインドウズとクロームブックの違い

というのを簡単に説明してもよございますしょうか。これは、スマートフォ

ンに例えますとｉＰｈｏｎｅというのとアンドロイドの違いというふうなも

のだと私は理解しておりますが、アプリケーションソフトの呼び名の違い、

中に入っているアプリケーションソフトの違いは確かにあるんですけれども、

機能はそんなに大きな違いはございません。例えば、ウインドウズでいいま

すと、ワードというワードプロセッサ機能のものがあります、これがグーグ

ルではドキュメントという名前に変わります。それから、エクセルという表

計算ソフトはスプレッドシートというふうなものに変わりますし、スライド

というのがパワーポイントになるというふうに、ほとんどウインドウズの中

のオフィスソフトと変わらないものが入っております。でも大きな違いとい

いますかこれまでと違うのは、これまでは子どもたちのデータや教職員のデ

ータは校内のサーバーといいますか、校内に大きなハードディスクみたいな

ものを用意しておりまして、そこに入れておりました。これを今度はクラウ

ドといいまして、西原村ではないところに保管するというところでございま

す。ただ、クラウドというものでございますので、つながるときにはインタ

ーネット環境が必要になってきます。 

  さて、ご質問第１点目の教職員の研修についてでございますけれども、今

年度第１回目の研修は、情報教育担当者を休業中の５月に実施いたしました。

内容は、各学校でのオンライン教育の可能性を探っていただきたいというと

ころでございました。 

  第２回目は、Ｚｏｏｍというか、あるいはグーグルミートというのをお聞

きになったと思いますが、いわゆるテレビ会議用のツールでございます。先

生が学校で授業している様子を子どもたちに配信するというところでござい

ます。なぜそんなことをしたかといいますと、各学校に、保護者に協力して

どうしたらパソコンの台数あるいはスマートフォン等の台数があるかという

のを調べてどれぐらいやれるかというのを確かめたかったものですから、や

ったわけです。結果的にやれたのは、河原小学校が今現在も続いてやってい

るというところでございますが、ネックは各家庭や学校の中にも十分な台数

がなかったというところでございます。 

  そこで、その後、具体的にクロームブックを先生方にお渡しして、これで

研修をしていただきたいというところで、ただで貸し出すシステムがござい

ましたので60台ほど３か月間借り受けました。それと同時に、先生方がこう

いったインターネットを介した会議ができるかどうかというところも含めて、
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村のｉＰａｄを９台借りまして、その間、３か月間研修に使っていただきま

した。 

  そして、３回目は７月に業者の方に来ていただきまして、クロームブック

を授業の中でどんなふうに使えるかと。一番のポイントは、今までの教育資

産、ウインドウズで作ったものが使えるのかどうかということでした。これ

は使えるということでございましたし、今までスカイといいまして、先生方

が授業をしている様子、それから子どもたちがどれぐらい分かっているのか

を見るためのものが、たくさん画面に出てくるものでございます。あれを今

まで入れておりました。それに代わるものがグーグルでもあるのかと、そん

な話をしました。結論から言いますと、ございます。かなりコストも下がる

んですけれども、チエルという会社のものでございました。これまで、特に

特別支援教育等で実績のある会社のものでございます。 

  それから今年度、先日ですけれども、12月の初めに４回目の研修を開きま

した。今後、実際に入ってきますので、その実際に入ってきたものを含めた

研修をするというのと、もう一つは、実際に今度は異動が絡んできます。新

しい先生が入ってきてグーグルクロームに慣れていない先生方がいらっしゃ

いますので、そういった先生方も含めて研修をやっていかなければならない

というふうに考えております。 

  教育支援ＩＣＴ支援員の配備計画についてでございますけれども、両小学

校で１名、それから中学校に１名というふうな形で配備するように計画して

おります。 

  支援の中身でございますけれども、その方々は面接をさせていただきまし

たが、ほかの地域で既に経験をお持ちでございましたので、各学校の情報教

育の計画案を実際に見ていただいて一緒につくっていただくというのが１点

目、それから、教科でどのような使い方ができるか、例えば算数でしたら、

プログラミングと一緒に合わせて図形を書いていくようなのがありますが、

そういったものを算数のどの時間に入れるのかとか、理科では岩石とかそう

いったものの採集、欲しいのを見るとかいったのは大いにＩＣＴの活躍する

場でございます。どれをどんなふうな形で取り入れるのかといったものを相

談する方々でございます。以上です。 

○１番議員（尾崎幸穂君）ありがとうございます。 

  本村の小学校、中学校でも、パソコンなどを使った授業が現在でも行われ

ていると思います。ですが、ちょっと聞いたところ、中学校ですが、プレゼ

ンテーションを行うときに、使える子はパワーポイントで資料の作成、使え

ない子は手書きで作成という差があると聞いていますので、子どもたちに対

しての支援員の方も増員をお願いできたらなと思います。よろしくお願いい

たします。 

  ３点目です。 
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  ＯＥＣＤ、経済協力開発機構が実施しました学習到達度調査では、現在、

我が国の学校授業でのインターネットの利用時間が最下位である一方、学校

外ではインターネットを使用したチャットやゲームなどを利用する頻度は

ＯＥＣＤの平均よりも高く、反対に学習面でのインターネットの利用はＯＥ

ＣＤの平均以下との結果が出ています。本村におけるＩＣＴ学習環境の状況

と、１人１台端末の整備後の課題についてお伺いいたします。 

○議長（山下一義君）教育長。 

○教育長（竹下良一君）お答えいたします。 

  まず、ＯＥＣＤのテストの結果でございますけれども、これは確かにご指

摘の結果がそうでございます。ただ、その中でも指摘されていたかと思いま

すけれども、今、子どもたちはパソコンに慣れていない環境というのが日本

の子どもたちにはご指摘のようにございます。 

  ところが、ＯＥＣＤのテストは、現在はパソコンによって調べるというこ

とになりました。今まで、日本の子どもたちは分からないことがあれば前に

戻ったりができましたけれども、パソコンによるテストは、前に戻ったりは

できないんですよ。ですから、これが果たして本当に子どもたちの能力を見

ているものなのかというのは疑問符をつける方も中にはいらっしゃいますと

いうことは、ご理解いただきたく思います。 

  さて、子どもたちの学習環境の現状と整備についてでございますけれども、

パソコンの台数についてです。パソコンの台数は、中学校は41台、ただ、こ

れは持ち運びができない形のものでございます。固定式でございます。それ

から、山西小学校が35台、河原小学校が20台、この小学校分は持ち運びがで

きるタイプのものでございますので、小学校は、教室に持っていってやるプ

レゼンテーション等については練習を始めているところでございますが、中

学校はパソコン教室でしかできないんです。しかもこれは、技術という教科

に限ってこれまでやってきました。ですから、これからはまた変わってきま

すので期待しているところでございます。 

  そのほかの今現在整備されているものについてですが、書画カメラといい

まして、こういったものを実際に大きな画面に移すというカメラが全ての学

校に各学級に１台、それからＰＣ用カメラ、これは子どもたちの分にはつい

ているんですけれども、先生方はついていません。これは今、８台から各学

校には12台程度入っています。これは順次整備していく予定でございます。

それから大型の液晶モニター、テレビです、あれも各学級に１台程度と言っ

ておきます。これは不足分もございまして、中学校には壊れたというのもあ

りますので、順次補充や交換をしているところでございます。それからプロ

ジェクター、投影機です。これは各学校に１台ずつあります。 

  今後は、高森町のように場所を選ばないでできるように、遠隔地と結ぶよ

うな授業も展開が必要になるかと思いますので、高性能のマイクやカメラあ
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るいはスピーカー等の配備、整備も必要になるかと思います。 

  課題ですが、大きな課題として、県レベルでの課題としては、教職員の研

修をオンラインで行ったり、あるいは子どもたちの学習教材をどこでも共有

でき、家に帰っても共有できるというふうなものが必要になってきます。そ

のときには、児童・生徒や教職員に自分の住所というんですか、アカウント

というのがございますね。それが必要になります。それは県下全体の子ども

たちに県が持っておかないといけないものですから、これは県レベルでの配

付になるかと思います。それを待っているところでございます。まだ話題に

は上っていない段階じゃないかなと思います。 

  次に、恐らく尾崎議員が一番懸念をされていると思いますが、各家庭のイ

ンターネット環境についてお答えいたします。 

  今年度の４月の時点で各家庭のインターネット環境は、Ｗｉ－Ｆｉという

ものがほとんどでございまして、整備状況は６割から７割でございました。

４月の段階から少しまた状況が変わっていると思いますが、多分高くなって

いると思うんです。さらに詳細なものを取る必要がございます。 

  今後は、お話にもありました認可されたデジタル教材です。デジタル教科

書が恐らくもう主流になってくると思います。それが主流になったりとか、

あるいは臨時休校がないとも限りません。そのようなことを考えた場合には、

各家庭との連携が必要になります。つまり学校と家庭をオンラインで結ぶよ

うなことも必要になってきますので、ここは慎重に、そして丁寧にやる必要

があるかと思います。 

  では、村からどのようにするかといいますと、Ｗｉ－Ｆｉの機能を持った

ものをパソコンに入れるかどうかというのを悩んだところでございますが、

今回はどこでもつながるように電話回線、３Ｇとか４Ｇでございます。ＬＴ

Ｅという名前でございます。そのＬＴＥを持ったパソコンを20％ほど入れて、

それの対応をするというふうに考えております。以上です。 

○議長（山下一義君）まとめてください。 

○１番議員（尾崎幸穂君）子どもたちのことを考えていろいろとやっていただ

いてありがとうございます。 

  コロナなどの長期休業中で遅れた授業などもありますし、また長期休業が

ないとも限りませんので、そういうＬＴＥなど外で通信が使えるものなどを

対応していただいて、家庭にいながら、もしくは家庭にいないならば、例え

ばコミュニティセンターとかそういうところでも何人かが集まって、寄って

勉強ができるような状態にしていただけたらなと思っております。ありがと

うございました。終わります。 

○議長（山下一義君）受領番号３番、２番議員、髙本孝嗣君、件数１件、発言

を許します。 

（２番議員 髙本孝嗣君 登壇 質問） 
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○２番議員（髙本孝嗣君）２番議員、髙本でございます。何分初めての登壇で

ございまして緊張しておりますので、幾分かなまり声もあるかと思いますけ

れども、ご勘弁をいただきたいというふうに思っております。 

  それでは、質問通告しております熊本地震の復興についてでございます。 

  まずは、第１点目に、平成28年４月16日に発生いたしました熊本地震によ

る災害からの復旧・復興についてお尋ねしたいと思います。 

  地震発生以降、これまで道路や水道などのライフラインや農地、農道、水

路などの復旧が行われ、昨年の９月には県道熊本高森線の俵山トンネルルー

トが全線開通しており、熊本地震からの復旧・復興につきましては、村当局

をはじめ国や県、多くの関係機関の皆様のご尽力の賜物と深く感謝申し上げ

ます。 

  また、被害が甚大な集落や個別宅地につきましても、復旧工事が完了次第、

順次新しい家が建築され、目に見える形で復興が進んでいるものと感じてい

るところでございます。 

  発災以降４年９か月が経過し、集落再生地域の古閑や風当、下小森などの

一部の地域では工事が完了したと伺っておりますが、現在、村全体の熊本地

震による復興状況や進捗状況はどのようになっているか、お尋ねいたします。 

○議長（山下一義君）村長。 

（村長 日置和彦君 登壇 答弁） 

○村長（日置和彦君）髙本議員に対してお答えをさせていただきます。 

  復興状況ということでございますけれども、熊本地震関連の宅地復旧につ

きましては、来年３月の竣工を目指し復旧工事を行っているところでござい

ます。 

  令和２年11月末現在で、宅地の復旧関連の事業費総額が約131億3,700万円

でございます。全体の進捗率は88％ということになっております。 

  まず、被害が甚大であった６集落につきましては、古閑集落は東工区、西

工区、全ての工事が完了しております。 

  大切畑集落につきましては、進捗率75％で令和３年３月末の竣工予定とい

うふうになっております。 

  畑・風当集落につきましては、東工区が完了、中工区が進捗率95％、西工

区が85％で、令和３年３月末の竣工予定というふうになっております。 

  下小森集落は、全ての工事が完了しております。 

  布田集落につきましては、上布田が完了しておりまして、下布田が進捗率

75％で、令和３年３月末の竣工予定となっております。 

  ほかのところは全て、３月末に全部が竣工するのではなかろうかなという

ふうに思っております。 

  個別の案件につきましては、水管理・国土保全局所管の地域防災がけ崩れ

対策事業が25件で、全ての工事が完了しております。 
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  都市局所管の宅地耐震化推進事業の拡充事業につきましては、89地区で全

ての発注を終えており、全ての工事が来年の３月末までで完了する予定でご

ざいます。 

  最後に、宅地擁壁やジャッキアップ等を行う復興基金につきましては、

115件中105件が完了しており、91％の進捗となっております。以上でござい

ます。 

○２番議員（髙本孝嗣君）ありがとうございます。 

  今年度中に宅地復旧の全ての工事が完了する予定とのことで、熊本地震か

ら５年という一つの節目の前にめどがつくことは、村当局のこれまでの尽力

に感謝を申し上げます。 

  また、熊本地震によって被災いたしました消防施設であります詰所の５か

所の再建につきましても、現在、村主導の下で再建計画がなされているとい

うことの報告を受け、この場をお借りいたしまして感謝を申し上げます。 

  続きまして、２点目でございます。 

  個別の宅地復旧につきまして、広報にしはら災害臨時号や宅地復旧の相談

窓口開設などによる周知や、地震当時に実施されている応急危険度判定を基

に住民への個別連絡や、区長や議会を通じて住民の方々へ周知されていると

記憶しているところでございます。発生以降４年以上経過しておりますが、

もしからしたら被災箇所の見落としがあるのではないかと心配しているとこ

ろでございます。もし熊本地震との因果関係による被災確認が取れた場合、

村といたしまして対応策を取っていただけるのか、お尋ねします。 

○議長（山下一義君）村長。 

○村長（日置和彦君）未確認のところがあるかもしれないので、その対策は取

っていただけるかというお尋ねでございます。 

  髙本議員の質問のとおり、宅地復旧関連事業につきましては、広報にしは

ら災害臨時号や、平成29年４月には役場大会議室で専用窓口を開設し、さら

に、区長会や議会全員協議会のたびに当事業の周知を図っております。 

  見落としをなるべく少なくするために、地震直後に行われました応急危険

度判定の中で、宅地の擁壁に危険がある案件につきましては直接住民さんへ

連絡し、確認を取っております。 

  また、工事が始まり、うちもできないかといった問合せもありましたので、

その都度出向いて確認し、要件が合致すれば補助事業で行い、補助ができな

い案件につきましては基金で対応いたしております。できるだけ遺漏がない

ように努めているところでございます。 

  水管理・国土保全局主管の地域がけ崩れ対策事業につきましては平成28年

度に受付締切り、都市局主管の宅地耐震化推進事業の拡充事業につきまして

も令和元年度までで受付締切りとしています。この地震関連の宅地復旧事業

に関しましては、個人の財産に税金を使って復旧するということで、住民の
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申請がなければできない事業でございます。現在のところ、申請書が提出さ

れている案件につきましては全て対応が済んでいるところでございます。 

  髙本議員が心配されている見落としがあるのではないかという案件につき

ましては、現状ではほとんどないのではないかと考えております。もしある

とした場合、長期入院や親、子どもの家に長期避難された方が広報紙や周辺

住民さんからの情報を得られずに申請できなかったということが想定されま

すが、発災後４年以上が経過しておりますので、その可能性も非常に低いの

ではないかと思っております。 

  今後、熊本地震との因果関係による被災確認が取れた場合の対応でありま

すが、地震によりそれぞれの補助要件で拡充措置や緩和措置がされておりま

すので、地震関係の事業がいつでもできるわけではございません。また、補

助率や起債等の補助裏も地震により緩和されておりましたので、現行法で行

った場合、村財政負担も非常に大きくなることが予想されます。 

  村としての対応策を取っていただけるのかという点につきましては、申請

されていなかった住民さんに対しましては、これまでの地震関連事業で採択

することができませんので、できるだけ現行法で対応できるよう努めたいと

思っておりますが、なかなか厳しい状況であることはご理解いただきたいと

いうふうに思います。以上でございます。 

○議長（山下一義君）傍聴に来られている皆さんにお願いいたします。携帯電

話につきましては、マナーモードまたは電源を切っていただくようお願いい

たします。 

  質疑を続けてください。 

○２番議員（髙本孝嗣君）ご答弁ありがとうございます。宅地復旧の見落とし

がほとんどないということで、安心いたしました。 

  熊本地震による宅地復旧の補助要件としては、拡充措置や緩和措置など時

限立法であるということは承知しているところでございますし、熊本地震か

ら本年は５年目を迎えており、宅地復旧補助対象事業としての採択が厳しい

状況下にあることも承知しておりますが、現行法で最善を努めていただける

ということで、まずは安心しております。 

  余談ではありますけれども、宅地の空き地バンクの登録制度が制定されて

いると思いますが、現在使われていない住宅、宅地、または宅地のみでの宅

地復旧の相談等がありましたなら、不在者宅地でありますが最善の対応をし

ていただき、少しでも多くの登録がなされますようお願いして、この質問は

終わりたいというふうに思っています。 

  続きまして、３点目にいきたいというふうに思っております。 

  先ほど村長の答弁がありましたように、村全体の復旧・復興も見えてきて、

村の復興の象徴となる総合体育館の建設も順調に進歩していると認識してお

ります。村として復興記念碑を建立する計画があるか、お尋ねしたいと思い
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ます。よろしくお願いします。 

○議長（山下一義君）村長。 

○村長（日置和彦君）復興記念碑の建立につきましては、熊本地震によりまし

て被害に遭われた方々への追悼や鎮魂、復旧の象徴、災害の記録やその教訓

の伝承、防災教育の普及啓発といった必要性や意義があるのではないかとい

うふうに考えているところでもございます。 

  現在建築が進んでおります総合体育館は公園整備も計画しておりますので、

復興を祈念する場としての役割を担うのではないかというふう思っておりま

す。 

  いずれにしましても、このような非常に甚大に被害に対し、全ての住民が

被災者であり、住民総出で復旧・復興を成し遂げたあかし、象徴、シンボル

として、その功績を未来に引き継ぐためにも、公的な復旧記念碑やモニュメ

ントの設置を含めた周辺施設の整備を前向きに検討したいというふうに思っ

ております。以上です。 

○２番議員（髙本孝嗣君）ありがとうございます。前向きなご検討で、心より

お礼を申し上げます。 

  村長が申されましたように、追悼や鎮魂、そして復旧・復興の象徴として

ご検討していただけますと幸いでございます。 

  関連として、もう一つ質問してよろしゅうございますか。 

○議長（山下一義君）一般質問においての関連につきましては初めてでありま

すけれども、髙本議員の質問に関しましては、事前に議長及び執行部に対し

て相談があっておりましたので、質問を許可します。 

○２番議員（髙本孝嗣君）ありがとうございます。 

  名誉村民であられました元西原村長の山本佐吉様の記念銅像について村長

にお尋ねをいたしたいと思います。 

  平成22年10月３日に開催されました西原村合併50周年記念式典において名

誉村民として称号を授与されました山本元村長さんにつきましては、皆さん

もご承知のとおり、教育長14年、村長４期16年、合わせて30年間の長きにわ

たり西原村の発展のためにその重責を全うされ、多大な功績を上げられてお

ります。 

  その数々の業績に関しましては今回は控えさせていただきますが、できま

すならば、平成23年の第４回定例会で山西元議員が質問されました名誉村民

山本元村長の記念銅像の建立につきまして、いま一度ご検討いただけないか

と願い、村長のご意見をお願いいたします。 

○議長（山下一義君）村長。 

○村長（日置和彦君）復興記念碑の建立から突然の山本元村長の業績をたたえ

て胸像建設という質問でありますが、今申されましたように、平成22年10月

３日の合併50周年の式典において、名誉村民の称号であります推戴状を贈ら
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せていただいたところでございます。 

  この称号は、第１号名誉村民が初代村長荒木三蔵氏で、役場玄関横に胸像

が建立されています。 

  山本元村長の胸像建設につきましては、今申されましたように平成23年12

月の定例会で一般質問がなされています。山本元村長は、ご案内のとおり教

育長14年、村長４期16年の30年間の長きにわたり村の発展にご尽力をいただ

いた方であり、ご本人が健在のとき検討されて、早急に建設を望むという質

問内容であったというふうに記憶をしております。 

  当時の答弁といたしましては、山本元村長の業績を私からも列記申し述べ、

村長としての実力、実績はもちろん、性格的にも温厚、清廉潔白であり、こ

れは万人が認めるところでありますとお答えし、ただ、議会の理解はもとよ

り、本人、家族の承諾をいただかなければなりません。快諾をいただくなら

ば、早い時期に胸像を建立するよう努めてまいりますといったことを申しま

した。 

  胸像建設につきましては、先ほどお話があったとおり平成23年12月の定例

会で質問があって、平成24年の当初予算で建立の予算を計上したところでご

ざいます。ところが、一議員から本人山本元村長に、辞退してくれとか数回

にわたりまして脅迫のような行動を起こし、本人も耐えきれず、本人から辞

退の申入れがあり、建設を断念した結果となったところでもございます。 

  その後、その一議員さんは議会で議員辞職勧告が出され、承認され、結果

的に議員を辞職されています。元山本村長には大変申し訳なく、お断りをし

たところでございます。このような案件はやはり全員の賛成が必要でありま

して、中断せざるを得ないとの結果となったところでございます。 

  しかし、私には、西原村の生みの親が荒木三蔵氏であるならば、西原村を

大きく育てた親は山本村長であるというふうに今でも思っており、尊敬申し

上げているところでもございます。 

  このことに関しましては、今日は一般質問の中で関連という形でしていた

だきましたが、大事な案件でありますので、再度どなたかに一般質問をして

いただき、議論を交わしたいというふうに思います。 

  今日は予期せぬ質問で、答弁は以上で控えさせていただきますけれども、

どうか今後ともよろしくお願いいたします。終わります。 

○２番議員（髙本孝嗣君）大変ありがたいご答弁でした。 

  やっぱり大事な案件というのと、また予算も絡みますので、この案件につ

きましては、議会が一同になってということの一つの言葉がございましたよ

うに、また議長をはじめ、またこの案件につきましては、相談しながら、執

行部のほうにご相談していきたいというふうに思っています。よろしくお願

いいたします。 

  以上で私の質問は終わりたいと思います。 
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○議長（山下一義君）暫時休憩をいたします。 

（午前１１時４６分） 

 

（午後 １時００分） 

○議長（山下一義君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  日程第２、議案第103号、地方税法の一部改正に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を保健衛生課長に求めます。 

（保健衛生課長 松下公夫君 登壇 説明） 

○保健衛生課長（松下公夫君）説明に入らせていただく前に、お手元に朝方、

条例の概要をお配りしておりましたけれども、内容に一部訂正がございまし

たので改めてお配りしておりますので、差し替えをお願いいたしたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

  それでは、議案第103号についてご説明いたします。 

  議案第103号、地方税法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定について。 

  地方税法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように制定

することとする。 

  令和２年12月８日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由といたしまして、地方税法の一部を改正する法律が令和２年３月

31日に公布され、地方税法の延滞金に係る規定が改正されたことに伴い、関

係条例の一部を改正する必要がございます。これがこの議案を提出する理由

でございます。 

  次のページ以降に改正への改め文及び新旧対照表をつけております。 

  ここからは、地方税法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例

（案）の概要をお配りしておりますので、これにより説明させていただきた

いと思います。 

  概要のほうをご覧ください。 

  １、制定の趣旨。 

  地方税法の一部を改正する法律が令和２年３月31日に公布され、地方税法

の延滞金に係る規定が改正されました。これに伴い、西原村介護保険条例、

西原村後期高齢者医療に関する条例、西原村特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の利用者負担等に関する条例、西原村工業用水道事業給水条例

の一部を改正するものであります。 

  ２、内容。 

  地方税法に係る延滞金の特例に関する文言の見直しが行われたことに伴い、

西原村介護保険条例附則第６条、西原村後期高齢者医療に関する条例附則第

２条、西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に
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関する条例附則第３項、西原村工業用水道事業給水条例附則第３項の文言を

訂正するもの。 

  現行では、「特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法第93条第２項

の規定により告示された割合に年１％の割合を加算した割合）」とあるもの

を、見直し後は「延滞金特例基準割合（平均貸付割合に年１％の割合を加算

した割合）」、平均貸付割合とは、各年の前々年の９月から８月までの各月

における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合と

して各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合（租税特別措置法

第93条第２項の規定）です。 

  この条例改正に伴う延滞金の割合は、変更はございません。ただし、本年

11月30日に財務大臣より平均貸付割合が告示されておりますけれども、前年

が0.6、本年が0.5と、告示に伴う変更は来年度から発生する予定となってお

ります。 

  ３、施行期日。 

  令和３年１月１日から施行するとしております。 

  以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（山下一義君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ４番、堀田議員。 

○４番議員（堀田直孝君）４番、堀田です。 

  今回の税制改正に伴う量の変更ということなんですけれども、延滞金の基

準、自分がしていたときは、延滞金が最初の１か月は7.3％、それ以降は

14.6％というのが定着されておったわけでございますが、多分これ平成24年

だったかと思います。辞める前ですけれども、リーマンショック以来のあれ

かと思いますが、低金利政策がずっと続く中で14.6％は高いという国民の不

満の下に、特例基準割合を使うということになったかと思います。 

  今説明はありましたが、ここの議員さんの中で全て理解されたのかなと思

う中で、特定基準割合と延滞金特例基準割合、延滞金の割合には変更ないと

概要書には書いてありますが、ここの違いを少し説明していただけますか。

簡単に分かりやすく説明していただきたいと思います。 

○議長（山下一義君）保健衛生課長。 

○保健衛生課長（松下公夫君）ただいまの堀田議員の質問にお答えいたします。 

  まず、今まで使用されていた特例基準割合というのは、ここからちょっと

また難しくなるんですけれども、貸出約定平均利率プラス１％で、貸出約定

平均利率というのは、先ほどお話ししました日本銀行が公表する前々年の10

月から前年９月における国内銀行の貸出約定平均金利、短期分ですけれども、

の平均を財務大臣が11月末に告示したものということになります。 

  また、今回の延滞税特例基準割合とは、ここの文言が若干変わってきます。



－41－ 

平均貸付割合プラス１％、平均貸付割合とは、日本銀行が公表する前々年の

９月から前年８月における国内銀行の貸出約定平均金利の平均を財務大臣が

11月末に告示するということで、まず、基準となる算定の期間が一部変更に

なっております。 

  それから、国税ベースでいいますと、特例基準割合を使用する幾つかの項

目があるんですけれども、延滞税であったり納税の猶予等に関する免除の割

合であったり、利子税であったり還付加算金等に今までは全て特例基準割合

というのを使用していたのが、今回の改正に伴って、延滞金等に関しては延

滞税特例基準割合を使用すると。その他、納税の猶予であったりであれば猶

予特例基準割合と。利子税であれば利子税特例基準割合と。中のプラス１％

のところをプラス0.5に変更したりと。要は、今まで全て特例基準割合で使

っていたのを、今回、延滞部分は延滞税特例基準割合、還付加算金等につい

てはそういう個別の文言をつけて、内容もプラス１をプラス0.5であったり

変更したということで、今回の延滞に関する部分は、先ほども言いましたよ

うに、告示を抜けば延滞税率は変わらないということです。以上です。 

○議長（山下一義君）堀田議員。 

○４番議員（堀田直孝君）今の説明では、特例基準割合だったら猶予関係も全

て見ておったということですが、今回は延滞金、延滞税のみということであ

れば、猶予とかそういうほかの条文については新たにまた上程、つくられる

のかということですが、いかがでしょうか。 

○議長（山下一義君）保健衛生課長。 

○保健衛生課長（松下公夫君）今回について、あくまで条例の中で延滞金の割

合の特例という部分で計上させていただいております。 

  すみません、その他の部分については一度確認を取らせていただいていい

でしょうか。 

○議長（山下一義君）暫時休憩します。 

（午後 １時１２分） 

 

（午後 １時１３分） 

○議長（山下一義君）会議を再開します。 

  さっきの質問に対して、後で報告をお願いいたします。 

  堀田議員。 

○４番議員（堀田直孝君）続きましての質問ですけれども、今回は、この地方

税の改正に伴って、一般の税金と国保税については６月にこれは上げてあっ

たんですが、今回、特別会計に関するものが全て上がっているかと思ってお

ったんですけれども、村営水道についてこの条文が上がっていないというこ

とはどういうことでしょうか。 

○議長（山下一義君）復興建設課長。 
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○復興建設課長（吉井 誠君）堀田議員のお尋ねの中央簡易水道事業につきま

して本議案の中に入っていない、いわゆる水道料の延滞金について整備され

ていないのが現状でございます。 

  水道料に関しましては、１期前に納期が設けられており、その納期を過ぎ

た場合は督促状を発送し、督促手数料として100円を合わせた額を請求して

おります。令和元年度の収納率が11月末の結果100％となっておりますが、

納期が遅れ支払いをされている方は、納期ごとで大体20件から30件程度見受

けられているのが現状でございます。 

  周辺市町村に確認をしておりまして、今のところ確認が取れていますのが

大津町、益城町なんですけれども、その２町村においても条例化されていな

いということを確認しております。そのほかの市町村も、現在確認するよう

指示しているところです。 

  しかしながら、令和４年度に小森水道が村営水道に統合される予定でござ

いまして、特別会計から企業会計になります。現在、資産調査とか法令関係

の準備や整備を行っておりますので、今後は議員さんとも話をしながら条例

の整備を行っていきたいと思っております。以上でございます。 

○議長（山下一義君）４番、堀田議員。 

○４番議員（堀田直孝君）多分、工業用水道にはあるので、同じ水道事業でな

いというのは私はおかしいと思うんで、今、吉井課長が言われたとおり、今

後、これは絶対入れるべきだと思います。以前は村営水道は水を止めれば入

るということで、たとえ未納があっても延滞金が発生するということはなか

ったのであろうかと思いますが、今後、また給水人口が増える中でいろんな

事情の方が出てくるという中では必要と思いますので、よろしくお願いした

いと思います。以上でございます。 

○議長（山下一義君）答弁いいですか。 

○４番議員（堀田直孝君）はい。 

○議長（山下一義君）ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（山下一義君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（山下一義君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第103号、地方税法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（山下一義君）全員起立であります。 

  よって、議案第103号は原案どおり可決されました。 
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  日程第３、議案第104号、西原村保育の必要性の認定に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を住民福祉課長に求めます。 

（住民福祉課長 藤吉昌也君 登壇 説明） 

○住民福祉課長（藤吉昌也君）議案第104号についてご説明いたします。 

  議案第104号、西原村保育の必要性の認定に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について。 

  西原村保育の必要性の認定に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例を次のように制定することとする。 

  令和２年12月８日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由としまして、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）の一

部を改正する法律の施行に伴い、西原村保育の必要性の認定に関する基準を

定める条例の一部を改正する必要がございます。これが議案を提出する理由

でございます。 

  次のページ以降に改正の改め文及び新旧対照表をつけております。 

  ここからは、皆様方にお配りしております西原村保育の必要性の認定に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例（案）の概要についてご説明さ

せていただきます。 

  １、条例改正の趣旨としまして、子ども・子育て支援法の一部を改正する

法律の施行に伴い、西原村保育の必要性の認定基準を定める規定の一部を改

正する必要がございます。 

  ２、主な内容としまして、第２条第４号中「長期にわたり疾病の状態にあ

る又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族」を「同居の親族（長期

間入院等をしている親族を含む。）」に改めております。また、法律の改正

等により、第２条第８号中「特定子ども・子育て支援施設等」を追加させて

いただいております。第４条につきましては、前回の条例の改正に伴う経過

措置のために削除をしております。 

  ３、施行期日。 

  公布の日から施行するということです。 

  以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（山下一義君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ４番、堀田議員。 

○４番議員（堀田直孝君）４番、堀田です。 

  今、概要説明の中に、主な改正内容の中に「同居の親族（長期間入院等を

している親族を含む。）」とありますが、同居の親族といいますと、直系で

いけば６親等ぐらいまでかなと思います。姻族、これに関しましては、今、

母子・父子家庭も多いですし、それに再婚とかいろいろあります。下位がか
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なり広くなければいけないのかなと思う中で、姻族は何親等までが親族に該

当しますでしょうか。 

○議長（山下一義君）住民福祉課長。 

○住民福祉課長（藤吉昌也君）お答えいたします。 

  保育の必要性ということで、あくまでも同一世帯の家族、一つ屋根の家で

いらっしゃる家族ということで判断したいというふうに思っております。以

上です。 

○議長（山下一義君）４番、堀田議員。 

○４番議員（堀田直孝君）いや、法律的には何親等と規定してあるはずですけ

れども、そこはいかがでしょうか。一般的に保険とかそういう説明でいくと、

血族は６親等、姻族は３親等と規定してありますが、そういう規定はなくし

て、ここであれば同居しているのは全てということで解釈してよろしいでし

ょうか。 

○議長（山下一義君）住民福祉課長。 

○住民福祉課長（藤吉昌也君）親等につきましては通常、３親等ということで

すが、あくまでも保育の必要性という部分におきましては、やはり家族の状

況を踏まえまして通常は判断させていただいております。通常、保育の必要

性ということで入所申込み等でいただいているものは、65歳未満のじいちゃ

んばあちゃんまでを見ている状況にあります。以上です。 

○議長（山下一義君）４番、堀田議員。 

○４番議員（堀田直孝君）ここで、ただ同居しているのは認めるといいますが、

やっぱり条例に載せる以上は、法的には大体６親等の３親等と書いてあるの

で、それ以外を認めるということであれば、その条文の中にも、法的にはこ

うなんだけれどもこの条例では同居家族は全て認めるというのを入れるべき

じゃないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（山下一義君）住民福祉課長。 

○住民福祉課長（藤吉昌也君）これにつきましては、すみませんが今後検討さ

せていただきたいと思います。以上です。 

○議長（山下一義君）４番、堀田議員。 

○４番議員（堀田直孝君）検討ということであれば、ここの条例で賛否を問う

というのがどうなのかなと思います。それか、後で追加、例えば県とか国と

かの指導を仰いで、そういうのが必要ということであれば後で追加をします

とかいう答弁が得られれば別に問題ないと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（山下一義君）住民福祉課長。 

○住民福祉課長（藤吉昌也君）一応、今、堀田議員が言われましたとおり、各

方面をちょっと調べさせていただきまして、条例に明記が必要でしたらば次

回の議会のほうで提出させていただきたいと思います。以上です。 

○議長（山下一義君）ほかに質疑ありませんか。 
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（「質疑なし」の声） 

○議長（山下一義君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（山下一義君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第104号、西原村保育の必要性の認定に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について、原案どおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（山下一義君）全員起立であります。 

  よって、議案第104号は原案どおり可決されました。 

  日程第４、議案第105号、西原村国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を税務課長に求めます。 

（税務課長 廣瀨龍一君 登壇 説明） 

○税務課長（廣瀨龍一君）議案第105号についてご説明いたします。 

  議案第105号、西原村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて。 

  西原村国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように制定するこ

ととする。 

  令和２年12月８日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由でございます。 

  地方税法施行令の一部を改正する政令が令和２年９月４日に公布され、令

和３年１月１日に施行されることに伴い、本条例の一部を改正するものであ

ります。これが、この議案を提出する理由であります。 

  次のページ以降に、改正の改め文、新旧対照表をつけております。 

  主な内容につきましては、お手元にお配りしております西原村国民健康保

険税条例の一部を改正する条例（案）の概要、税務課資料１でご説明させて

いただきます。 

  改正の趣旨ですが、地方税法施行令の一部改正を踏まえ、西原村国民健康

保険税条例についても改正の必要が生じました。 

  ２の主な改正の内容についてご説明いたします。 

  （１）国民健康保険税の減額に係る判定所得基準の見直しです。平成30年

度税制改正における個人所得課税の見直しにより、給与所得控除や公的年金

等控除から基礎控除へ10万円の振替等が令和３年１月１日より施行されます。

この改正の影響により、国民健康保険税の負担水準に関して不利益が生じな

いようにするため、被保険者に係る軽減判定基準の算定方法の見直しを行う
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ものでございます。 

  表のとおり、７割、５割、２割軽減判定基準の基礎控除額を現行33万円か

ら43万円に10万円引上げ、また、被保険者のうち一定の年金、給与所得者が

２人以上いる世帯については、個人所得課税見直し後において世帯の軽減判

定所得は世帯主被保険者の人数掛ける10万円分増加する一方、軽減判定の基

準となる所得金額は人数にかかわらず10万円しか増加しないことから、軽減

措置に該当しにくくなることを防ぐための調整として、計算式を改正後の表

のとおりに改正するものでございます。 

  お配りしております税務課資料２の西原村国民健康保険税条例の一部を改

正する条例（案）に伴う軽減判定例は、今回の改正に伴う軽減判定、給与収

入２人世帯の場合の算定例を記載したものでございます。 

  この条例の施行期日は令和３年１月１日です。 

  以上で説明を終わらせていただきます。ご審議方よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（山下一義君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（山下一義君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（山下一義君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第105号、西原村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（山下一義君）全員起立であります。 

  よって、議案第105号は原案どおり可決されました。 

  以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

  本日はこれをもって散会したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（山下一義君）異議なしと認め、次の会議は11日午前10時より行います。 

  本日はこれをもって散会します。 

 

 

午後 １時３４分   散 会 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ３ 号 （１２月１１日） 
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令和２年第４回西原村議会定例会会議録 

 

 

 令和２年１２月１１日、令和２年第４回西原村議会定例会が西原村役場に招

集された。 

 

 

 令和２年１２月１１日（金曜日） 議事日程第３号 

 

日程第 １  議案第１０６号 令和２年度西原村一般会計補正予算（第９号） 

              について 

 

日程第 ２  議案第１０７号 令和２年度西原村国民健康保険特別会計補正予 

              算（第３号）について 

 

日程第 ３  議案第１０８号 令和２年度西原村介護保険特別会計補正予算 

              （第４号）について 

 

日程第 ４  議案第１０９号 令和２年度西原村後期高齢者医療特別会計補正 

              予算（第２号）について 

 

日程第 ５  議案第１１０号 令和２年度西原村中央簡易水道事業特別会計補 

              正予算（第２号）について 

 

日程第 ６  議案第１１１号 工事請負変更契約の締結について 

 

日程第 ７  議案第１１２号 工事請負変更契約の締結について 

 

日程第 ８  議案第１１３号 工事請負変更契約の締結について 

 

日程第 ９  議案第１１４号 工事請負変更契約の締結について 

 

日程第１０  発議第１０号 西原村議会会議規則第１２９条に伴う議員派遣 

              について 

 

日程第１１  組合議会の報告等について 

 

日程第１２  陳情書について 
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日程第１３  委員会の閉会中の継続調査申出書について 
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１、応招議員    （１０名） 

 

 

１ 番    尾 崎 幸 穂 君 

２ 番    髙 本 孝 嗣 君 

３ 番    小 城 保 弘 君 

４ 番    堀 田 直 孝 君 

５ 番    坂 本 隆 文 君 

６ 番    中 西 義 信 君 

７ 番    西 口 義 充 君 

８ 番    上 野 正 博 君 

９ 番    宮 田 勝 則 君 

１０ 番    山 下 一 義 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、不応招議員    （なし） 
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３、出席議員    （１０名） 

 

 

１ 番    尾 崎 幸 穂 君 

２ 番    髙 本 孝 嗣 君 

３ 番    小 城 保 弘 君 

４ 番    堀 田 直 孝 君 

５ 番    坂 本 隆 文 君 

６ 番    中 西 義 信 君 

７ 番    西 口 義 充 君 

８ 番    上 野 正 博 君 

９ 番    宮 田 勝 則 君 

１０ 番    山 下 一 義 君 

 

 

 

 

４、欠席議員    （なし） 

 

 

 

 

５、職務のため出席した職員は次のとおりである。 

 

 

                議会事務局長    米 口 三喜男 君 

                議会事務局書記   松 永 政 範 君 
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６、地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名

は次のとおりである。 

 

 

                村  長    日 置 和 彦 君 

                副 村 長    目 床 順 司 君 

                教 育 長    竹 下 良 一 君 

                総務課長    須 藤   博 君 

                企画商工課長  林 田 浩 之 君 

                教育課長    吉 田 光 範 君 

                会計管理者   西 山 春 作 君 

                税務課長    廣 瀨 龍 一 君 

                産業課長    南 利 孝 文 君 

                復興建設課長  吉 井   誠 君 

                住民福祉課長  藤 吉 昌 也 君 

                保健衛生課長  松 下 公 夫 君 

                保育園長    槇 原 加奈子 君 
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午前１０時００分   開議 

 

 

○議長（山下一義君）おはようございます。 

  本日は全員出席であります。 

  定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

  本日の会議はお手元に配付の議事日程第３号のとおり行いますが、昨日の

議案第103号、地方税法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定について追加説明を保健衛生課長より求められておりましたので、許可し

ます。 

○保健衛生課長（松下公夫君）昨日の堀田議員の質問に、引き続きお答えさせ

ていただきます。 

  今回一部改正をさせていただく各条例におきまして、後期高齢者医療に関

する条例では還付加算金に関する条項があり、税条例の例によるというふう

になっております。その他の条例には、還付加算金に関する条項はございま

せん。 

  延滞金については、地方自治法第231条の３第２項において、条例で定め

ることにより徴収することができるとなっており、条例化が必要であります。

また還付金等については、同じく地方自治法第231条の３第４項において、

歳入並びに手数料及び還付金の還付については地方税法の例によると規定さ

れておりますので、今回の条例改正を行う必要はないというふうに考えてお

ります。以上です。 

○議長（山下一義君）ただいまの説明について質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（山下一義君）質疑がないようですので、議事日程を進めてまいります。 

  日程第１、議案第106号、令和２年度西原村一般会計補正予算（第９号）

についてを議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

（総務課長 須藤 博君 登壇 説明） 

○総務課長（須藤 博君）おはようございます。 

  議案第106号についてご説明いたします。 

  議案第106号、令和２年度西原村一般会計補正予算（第９号）。 

  令和２年度西原村の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところに

よる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億8,014万6,000円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ78億4,584万1,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに
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補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  債務負担行為の補正。 

  第２条、債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

  地方債の補正。 

  第３条、地方債の追加は、「第３表 地方債補正」による。 

  令和２年12月８日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  ５ページをお願いします。 

  第２表、債務負担行為補正でございます。 

  追加。 

  事項、山西小学校仮設校舎賃借料。 

  期間、令和２年度から令和５年度まで。 

  限度額、1,770万円。 

  ６ページをお願いします。 

  第３表、地方債補正でございます。 

  １、追加。 

  起債の目的、９、緊急防災・減災事業債（防災公園内防災備蓄倉庫棟整備

事業）。 

  限度額、2,700万円。 

  起債の方法、利率及び償還の方法は記載のとおりでございます。 

  以上でございます。 

  続きまして、補正予算の主なものについてご説明いたします。 

  ９ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  款15国庫支出金、項２国庫補助金、目６総務費国庫補助金3,550万円の増

額補正でございます。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の

増額でございます。 

  10ページをお願いいたします。 

  款16県支出金、項２県補助金、目５総務費県補助金1,823万8,000円の増額

補正でございます。熊本地震復興基金交付金等の増額でございます。 

  款19繰入金、項１繰入金、目１基金繰入金6,775万円の増額補正でござい

ます。災害復興基金等からの繰入金の増額でございます。 

  11ページをお願いいたします。 

  款22村債、項１村債、目３一般単独事業債2,700万円の増額補正でござい

ます。防災公園内防災備蓄倉庫棟整備事業の増額でございます。 

  次に、12ページからの歳出でございます。 

  13ページをお願いいたします。 

  款２総務費、項１総務管理費、目14防災公園等整備事業費5,721万7,000円

の増額補正でございます。防災備蓄倉庫棟屋外トイレ棟新築工事の工事監理
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委託料及び工事請負費による増額でございます。 

  17ページをお願いいたします。 

  款５農林水産業費、項１農業費、目２農業総務費4,350万7,000円の増額補

正でございます。構造改善センター空調換気設備整備工事請負費による増額

でございます。 

  19ページをお願いいたします。 

  款８消防費、項１消防費、目４震災対策費2,300万円の増額補正でござい

ます。住まいの再建継続利用支援事業による自主防災組織コミュニティー施

設２か所設置に伴う設計監理委託料及び工事請負費の増額でございます。 

  21ページをお願いします。 

  款13予備費6,280万円の減額補正でございます。 

  以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（山下一義君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ５番、坂本議員。 

○５番議員（坂本隆文君）５番、坂本です。 

  13ページ、目14防災公園等の整備事業になりますけれども、こちらのほう

で防災備蓄倉庫と野外トイレ、合わせて5,800万円ぐらいがあります。こち

らは、建物は体育館がございますけれども、その周りの防災公園等がどんな

形でできるのかというのが、まだ私たちも最終的なものが分かっておりませ

ん。その中で防災備蓄倉庫及びトイレがどの部分にできるのかというのも分

かっておりませんで、金額的なものしか出ておりませんけれども、その辺の

説明をお願いいたします。 

○議長（山下一義君）企画商工課長。 

○企画商工課長（林田浩之君）お答えいたします。 

  ただいま総合体育館の建設を進めておりますが、今回予算に要求しており

ます部分につきましては、体育館の西側のほうに屋外トイレ、それと浄化槽

と防災備蓄倉庫を建てるという形で、総合体育館の西側に農道がございます

けれども、農道の体育館側に、道路沿いに建てるというような位置的な形に

なります。 

○議長（山下一義君）５番、坂本議員。 

○５番議員（坂本隆文君）これは、まず防災公園のほうは図面とかはできてい

るんですか。もしパースとかその辺があれば、どういったものがどういった

形でできるのかというのが自分たちにはちょっとまだこの数字でしか見えて

いませんので、前もらったものはありますので、その辺を新しいものをもら

いたいというのと、公園事業というのが予算的にはまだ上がっていない状態

ですけれども、その辺の話もできるのかどうか、お願いします。 

○議長（山下一義君）企画商工課長。 
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○企画商工課長（林田浩之君）パース的な図面のほうは、こちらに今、私が手

元に持っておりますが、後で議員さん方にお配りしたいというふうに思いま

す。 

  それとあと、公園全体的な事業につきましても、体育館がまず終わって、

体育館の周辺及び周りの公園の整備を順次進めていくという計画でおります。 

  公園で、概算ではございますけれども、約10億円ほどの事業費を今考えて

おるところでございます。以上です。 

○議長（山下一義君）ほかに質疑はありませんか。 

  ７番議員、西口義充君。 

○７番議員（西口義充君）企画課の課長にお尋ねします。 

  今の18ページの商工費ですけれども、糸舞季の件についてちょっとお伺い

します。 

  前回、説明は受けていますけれども、本年の10月31日に指定管理者が終了

いたしました。そこで、新たにまた事業者の方をお願いしなければいけない

んですけれども、今、西原村に地域おこし隊の方が３名ほどおられます。観

光面に携わっておられますけれども、やはり目に見えるような形で、この人

たちがもっと働きやすいというか、この人たちがもっと、こういう西原村に

観光施設がありますので、観光面にもう少し力を入れていただきたいなとい

う思いで質問いたしました。担当課長といたしまして、何かいい考えはあり

ますか。 

○議長（山下一義君）企画商工課長。 

○企画商工課長（林田浩之君）お答えいたします。 

  先ほど西口議員が言われましたとおり、地域おこし協力隊を今３名企画の

ほうで雇って、観光協会あたりの事務等を行っていただいておるという状況

でございます。 

  今は観光協会の中でもいろんな活動的な部分もされておりますので、糸舞

季あたりも活用した活動も今から検討していきたいというふうに思っており

ます。議員さん方ともご相談しながら行っていければというふうに思ってお

ります。以上です。 

○議長（山下一義君）７番、西口議員。 

○７番議員（西口義充君）検討じゃなくて前向きに進めていかんといかんと思

うんです。せっかくの西原村の財産でございますので、いろんな地域から集

まられて、外部の目線で西原村を見ていただいて開発を進めていただきたい

というのが我々の思いでございますので、ぜひ外部目線でもっともっと活用

できるような白糸の滝にしてもらいたいと。 

  今回も委託費と改修工事、結構250万円近くかかります。お金をかけるの

も大事ですけれども、先が見えたお金を使っていただきたい。せっかくのお

金ですので大事なお金です。活用できるような糸舞季にしていただきたいと。 
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  今の時期は本当に厳しいですけれども、やはり夏場になれば多いというよ

うなことで、駐車場等もいろいろ問題があると思います。以前から課長には

言っておりますけれども、建物の下のほう、河川周り、道下にコイン等もあ

りますけれども、そういうのをもう少し広げていただいて、下のほうに遊べ

る場所を造っていただきたいというのが私の思いでございます。自分の構想

はありますけれども、予算がかかりますのでここでは言いません。やはり、

もっともっと活用する方法はいっぱいあると思います。市内に近いし、今、

ミルク牧場もコロナの影響で非常に車が多くなっているんです。そういう関

係で、寒くても今、来客が多いですので、公園内も活用していただくならば

と思っております。よろしくお願いします。 

○議長（山下一義君）答弁求めますか。 

○７番議員（西口義充君）何かちょっとよければ、課長の構想があれば。 

○議長（山下一義君）企画商工課長。 

○企画商工課長（林田浩之君）今、西口議員のほうから言われましたように、

白糸の滝の下流側といいますか、そういったところもちょっと確認しながら、

整備できるところは整備して活用していきたいというふうに考えます。よろ

しくお願いします。 

○議長（山下一義君）ほかに質疑ございませんか。 

  ２番、髙本議員。 

○２番議員（髙本孝嗣君）初めての質問でございますけれども、産業課長にち

ょっとお尋ねしたいと思います。 

  18ページの一番上の段にありますけれども、農林水産業費の林業費で林業

振興費の中に18番の負担金、補助ですか、この中に、一番上に初めて私も見

るようなやつが14万円ほど計上されております。森林・山村多面的というこ

とで、田畑はあるんですけれども、森林・山村の多面的機能の発揮というこ

とで、この事業の説明と、今後また来年以降もあるのかどうかを確認したい

というふうに思っているので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山下一義君）産業課長。 

○産業課長（南利孝文君）森林・山村多面的機能発揮対策事業負担金というこ

とでございます。事業概要を申し上げますと、これは事業主体は森林組合連

合会、県森連が行っておりますが、具体的には、事業概要としましては、地

域の住民、森林所有者等地域の実情に応じた３名以上で構成する活動組織が

実施する里山の保全、森林資源の利活用等の取組を支援するという内容でご

ざいます。 

  具体的に申し上げますと、大切畑地区でこの活動をやりたいということで、

県森連のほうに申込みがあったということであります。活動内容としまして

は、特に地震以降、大切畑はもともと周辺に竹山が多いところでございます

けれども、その竹山の侵入とか、それから竹林の荒廃、これが非常に甚だし



－57－ 

いということで、竹林整備、侵入竹木の伐採等をすることで里山景観の保全

を行いたい。また、竹林内にございます里道の整備等を行うことで遊歩道と

して活用していくことで、まちむら交流ですとか、あるいは大切畑を離れら

れた方たちとの交流、そういったことに活用していきたいというような事業

内容を持っておられるようでございます。 

  全体事業費としましては、そういった里山の竹木の伐採等に係る経費、こ

れは恐らく自分たちで区役みたいにしてされるんでしょうけれども、建設課

のほうで行っております多面的機能支払交付金というのがございます。これ

は草刈り等をすると日当を支払いますよというようなコンセプトだったと思

いますが、非常にこれは似ておるかなという印象でございます。あわせて、

そのための機械購入とかあるいはリースとか、そういったことを考えており

まして、総事業費が290万円と。 

  人夫賃といいますか、そこの部分と機械整備の部分では若干補助率が変わ

るわけですが、基本的には国が75％で、残りの25％について県・村で折半、

12.5％というようなことでやってもらえんだろうかというようなご依頼がご

ざいましたので、今回の予算計上となっております。なお、併せて申し上げ

ますと、村の12.5％については10分の７が交付税対象ということになってご

ざいます。大体そういった制度内容でございます。 

  それと、次年度以降のことということでしたが、大切畑地区については最

大３年まで継続できるということでございますので、継続で行われることに

なっております。 

  それから、もう一件申込みがあるというようなことで聞いております。で

すので、現在詳細を調査いたしまして当初予算に計上を予定しておるという

ところで、来年度は２地区実施する予定であります。 

  内容を見ていきまして、また広報活動等を行って取り組みたい地域を募集

していければいいなというふうに考えておるところでございます。以上です。 

○議長（山下一義君）２番、髙本議員。 

○２番議員（髙本孝嗣君）丁重なお答え、ありがとうございます。 

  実は、森林・山村の多面的な機能ということで、せんだって古閑地区、ご

存じのように大切畑地区とほとんど似たような地形になっております。その

中で新しい家が建っておるわけですけれども、裏山の竹山がどうしても邪魔

になると。昔は、裏山のほうの竹山のほうには、我々古閑地区の中では古閑

間という一つの地域名を言いながら、そこに十数軒の家があったわけですけ

れども、今はもう０です。そちらの高山が荒廃しておりまして、せんだって

大切畑の方々と話す中で、そういった事業があるということでありましたの

で、今後は古閑地区あたりもそのような事業に参加させていただくならなと

いうふうに思っております。来年度以降そういった募集があっておりますな

らば、古閑の地区からもし申請がありましたらよろしくお願いします。以上
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で終わります。 

○議長（山下一義君）産業課長。 

○産業課長（南利孝文君）次年度以降、ぜひ県森連のほうに申し込んでいただ

いて、もちろんご相談いただければ私どももおつなぎしますので、お取り組

みいただきたいと。ぜひモデル地区になっていただければというふうに思い

ますので、よろしくお願いしたい。 

  それから、すみません、先ほどの説明の中で10分の７を地方交付税と私、

申し上げましたですかしら。特別交付税措置ということでございますので、

訂正いたします。以上でございます。 

○議長（山下一義君）ほかに質疑ございませんか。 

  ８番、上野議員。 

○８番議員（上野正博君）８番、上野です。 

  ちょっとこれは確認ですけれども、16ページの感染症の緊急の補助金が子

育てひろばのほうに50万円出ておりますが、コロナ禍である今、子育てひろ

ばは活用されているのか状況説明と、もしコロナ禍で長期閉鎖となった場合

には、この委託料の削減というのはあるのかという件と、もう一点、19ペー

ジの公有財産購入というところで28万3,000円、春南道路の用地を買収して

おりますね、不足分の。用地買収は村がやるんですけれども、この道路の舗

装整備、もう今は砂防堰堤も終わっております。護岸工事も終わっておりま

す。これは県がするのか、あそこのところの確認をお願いします。 

○議長（山下一義君）住民福祉課長。 

○住民福祉課長（藤吉昌也君）ただいまの上野議員のご質問にお答えいたしま

す。 

  ひろばの件でございますが、実際、春先のコロナの状況によりまして一時

閉鎖したこともございます。ただ、先ほどの委託料につきましてですが、委

託料はあくまでも支出に対する補助金ですので、実際、今、委託料は、委託

契約をしてひろばのほうにお願いしておりますが、事業実績で支出額に伴い

まして補助金のほうは補助をさせていただくということですので、あくまで

も３月の段階で精算という形を取らせていただきます。 

  もう一つは、ひろばの50万円ですか。これにつきましても、ほかの保育園、

学童と同じように10分の10で、今回またコロナ対策ということで、ひろばの

ほうにも１施設50万円という形で補助金を交付させていただいております。

以上でございます。 

○議長（山下一義君）復興建設課長。 

○復興建設課長（吉井 誠君）２つ目のご質問なんですけれども、春南線とい

うことで、今工事がもう完了しておって、舗装等の補修とかそういうところ

で打合せをしているところです。打ち替えも一部ございますので、できるだ

け県のほうでしていただけるようにお願いしておりまして、県のほうも今、
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議会等ございまして、予算が確保できたならばできるだけやりますという話

は聞いているところでございます。以上です。 

○議長（山下一義君）８番、上野議員。 

○８番議員（上野正博君）それは、大体予定として年度内に終わる予定でしょ

うか。年度越えになるんですか。 

○議長（山下一義君）復興建設課長。 

○復興建設課長（吉井 誠君）一応、年度内、遅くとも梅雨前には完全に終わ

らせたいという話を伺っているところです。 

○議長（山下一義君）ほかに質疑ございませんか。 

  ５番、坂本議員。 

○５番議員（坂本隆文君）５番、坂本です。 

  20ページ、教育費、目の学校管理費の委託料1,600万円の中学校ランチル

ームの改築設計委託料になります。こちらは学校ですので、進め方と、あと

どういったものができるかの説明をお願いいたします。 

○議長（山下一義君）教育課長。 

○教育課長（吉田光範君）坂本議員の質問にお答えいたします。 

  給食室を当初、予定で改築するということで思っておりました。いろいろ、

それに伴いましてランチルームも外構あたりをちょっと扱おうかなというこ

とで思っておりましたが、何分にもちょっと古くて、できれば今回、一緒に

ランチルームまで改築をしたいということで、財政のほうに一応お話をしま

した。財源的には、見られるとおり、基金を頂いて行うということで思って

おります。 

  工程につきましては、一応２か年計画で、できれば来年度から工事に着手

して夏場の夏休み中にランチルームを解体し、その後、給食室を建てると。

給食は止めなくて、教室で食べていただくと。給食室ができた段階で旧給食

室を壊すと。給食室があった部分についてランチルームを建てるということ

で、一応工事的には２か年で計画をする予定でございます。以上でございま

す。 

○議長（山下一義君）５番、坂本議員。 

○５番議員（坂本隆文君）となると、夏休み中にランチルームを壊すけれども、

そこを給食室にするということは、給食室を夏休みに建ててしまうという計

画ですか。 

○議長（山下一義君）教育課長。 

○教育課長（吉田光範君）いえ、一応今あるランチルーム部分を壊しまして、

壊した段階で、その壊れた部分に給食室を建てます。給食室が建った段階で

新しい給食室が稼働し始めて、新たに旧給食室を壊すと。そこにまた、壊し

た段階でランチルームを。ランチルームと給食室が今の現状から逆転、西側

と東側が入れ替わるような形になると、場所的に。以上でございます。 
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○議長（山下一義君）５番、坂本議員。 

○５番議員（坂本隆文君）すみません、質問の仕方がちょっと悪かったんです

けれども、内容的なものは分かるんです。これが授業があっているときに工

事があるとなるとどういうふうに進められるのかなというふうに。さっき言

った夏休み中というのは、授業がないときに工事がある分はいいんですけれ

ども、授業があったときにそんなに早くはできないと思うんで、そういうと

きはどういうふうな対処をしながら授業ができるのか、工事が、言うなれば

もう真横であっているようなものですから、その辺で授業に差し支えがない

ようにどういうふうにされるのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（山下一義君）教育課長。 

○教育課長（吉田光範君）お答えいたします。 

  一応、今の既存の物件については、なるだけ休み中に壊したい。音がひど

くて授業にならないという部分がございまして、あと調理関係がありまして、

壊すときに噴煙というか、そういうのが出たときに給食に影響するかも分か

りませんので、その辺は避けたいと思いまして夏休みに解体。新築工事につ

きましては、業者のほうが防煙関係のネットあたりを多分すると思いますの

で、なるだけその辺の安全面を考えたところで施工していくということで思

っております。なるだけ音は立てたくないんですが、授業には差し支えない

ような形を取りたいんですが、若干やむを得ない部分が中には出てくるかな

というふうに思っております。以上でございます。 

○議長（山下一義君）５番、坂本議員。 

○５番議員（坂本隆文君）じゃ、やはり建てられるときには授業があっている

中ということで、学校であり、また何月になるかは分かりませんけれども、

３年生にとっては受験とかもあります。その辺は考慮されると思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（山下一義君）答弁求めますか。 

○５番議員（坂本隆文君）大丈夫です。 

○議長（山下一義君）ほかに質疑ございませんか。 

  ４番、堀田議員。 

○４番議員（堀田直孝君）４番議員、堀田です。 

  12ページの歳出ですけれども、電子計算費1,000円の増額補正をされてお

ります。令和元年度個人番号カード交付事務国庫補助金返還金ということで、

これは多分、マイナンバーカードのことだろうと思いますが、マイナンバー

カードも今、政府のほうは一生懸命進めております。前回の10万円の給付も

オンライン申請ができますということでされておりましたが、聞きますと不

具合が多かったということで、本村においての不具合の状況はいかがかなと

思います。 

  そこの質問と、1,000円というのはあまりにも金額が安いんですが、補正



－61－ 

前が8,310万2,000円に対して1,000円の増額ということで、足らなかった分

の増額と思います。償還の内容は何だったのか、それと、今後ですけれども、

政府のほうは行政デジタル化ということで、マイナンバーにひもづけすると

いうことで、免許証も2024年度末までに前倒しでするとか、金融機関の口座

とか、中には健康保険証までマイナンバーに一体化するような話が出ており

ますが、本村においてはそういう計画があるのか、また、政府からの通達は

どのようになっているか、あとは西原村で今の交付状況はどれだけかという

ことをお聞きしたいと思います。 

○議長（山下一義君）企画商工課長。 

○企画商工課長（林田浩之君）ただいまの堀田議員のご質問にお答えいたしま

す。 

  まず最初に、内容につきましてですが、全体の予算額等の分で8,310万

2,000円に1,000円プラスしてという形になっております。償還金、利子及び

割引料自体がそれ以前は０でございましたので、今回1,000円計上しており

ます。 

  その内容につきましては、マイナンバーカードの出張申請等で使いますモ

バイルの小型のプリンターになりますが、そちらのほうを補助申請上１万

5,000円で申請しておりましたけれども、実際購入したのが、こちらは住民

福祉課のほうで購入しておりますが、１万4,190円だったということで、補

助金としましては1,000円未満を切り捨てる関係で1,000円の償還が発生した

という形になります。 

  それと、あとマイナンバーカードの今後の部分ですが、健康保険証あたり

は来年３月からの予定をされておるという形でございます。利用される方は

事前に登録等が必要になってくるということでございます。 

  それと、先ほども言われましたが、今後の動きとしまして、本日の新聞等

にも出ておりますマイナンバーカードに対する免許証等の一体的な導入関係、

こちらのほうが当初は令和８年度というふうに計画されておりましたが、本

日のやつで見ますと令和６年度に前倒しという方向になってきております。

こちらの詳細についてはまだ国から何の通達等も来ておりませんので、今の

ところは新聞等による情報という形だけになりますが、健康保険証等につき

ましては来年の３月からということで、もうこれは来ております。以上です。 

○議長（山下一義君）住民福祉課長。 

○住民福祉課長（藤吉昌也君）堀田議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、マイナンバーカードの交付状況につきましてお伝えしたいと思いま

すが、令和２年11月１日現在で申請が1,228件、交付枚数が1,100件、率にす

ると村民の16.3％の方が今マイナンバーカードを取得しているということで

ございます。 

  実際、申請して大体１か月ぐらいかかっていますので、来てからまた交付
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しますよと、なかなか取りに来られない方もいらっしゃいますので、申請と

交付枚数がやっぱりどうしても違ってくるということでお考えをいただきた

いと思います。 

  今、住民福祉課の取組といたしましては、先ほど企画商工課長のほうから

もありましたとおり、出張申請というのを今後やっていきたいなというふう

に考えております。実際、第１弾としまして社会福祉協議会のほうにマイナ

ンバーカードの申請受付というか、説明してそこで実際に受け付けて、その

ときは大体32件ぐらいの受付をさせていただきました。ただ、やはりどうし

ても時間中、いろんな部分で、戸籍関係はいろいろ外部から来られますので、

そういう時間、人を今後いろんな部分で確保していきたいなというふうに考

えております。 

  それと、やはり来庁時にマイナンバーカードの申請の呼びかけ、それと、

今後は常時広報紙等で定期的な周知をしていきたいというふうに考えており

ます。 

  議員の皆様におかれましても、ぜひ申請のほうをお願いしたいと思います。

以上でございます。 

○議長（山下一義君）保健衛生課長。 

○保健衛生課長（松下公夫君）先ほど堀田議員の質問の中に、定額給付金の申

請時にトラブルが全国であったけれども、どういったのがあったのかという

ことでありましたので、お答えいたします。 

  村内での申請の中で１件だけトラブルがやはりございました。あくまでマ

イナンバーカードは個人のカードですので、今回、支給に当たっては世帯全

員の氏名を登録する必要がございましたので、住基上は５人の家族だけれど

もマイナポータルで申請されたときには４人で申請されたと。後日、それを

私どもでダウンロードするんですけれども、それを確認したらそういうふう

な誤りがあったので、ご本人にもう一度確認の電話を入れたというようなケ

ースもございました。それが今回、西原村で発生したトラブルです。１件ほ

どありました。 

  それと、先ほど保険証のお話を企画商工課長のほうからされましたが、補

足という意味ではありませんけれども、もう一度追加でお話をさせていただ

きます。 

  来年の３月末に、マイナンバーカードに保険証としての資格確認ができる

ようになります。ただ、それだけでは利用できませんので、マイナポータル

に利用者の登録をする必要がございます。今度、実際、医療機関でそれを提

示するわけですけれども、今度は医療機関、薬局でのシステム改修であった

り顔認証付カードリーダーの設置であったりが発生します。そのあたりが医

療機関で初めて整備されて、医療機関での利用が可能になるというふうな形

になっております。以上です。 
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○議長（山下一義君）４番、堀田議員。 

○４番議員（堀田直孝君）一応３月からということですけれども、今答弁を聞

いておりますと、県下にも医療機関も大中小かなりある中で、その整備をし

なければならないということであれば、カードは準備できても、使えるとい

うことはちょっと難しいのかなと自分で判断しました。 

  政府のほうもマイナンバーについてはマイナポイントとか有利になるよう

なことで広報されていますが、西原村でも16％ということで、まだ低いのか

なと思います。その中で出張申請ということで、これはいいことだと思いま

す。 

  実は、私ごとになりますが、うちのおやじが免許証がなくなったというこ

とで、いろんな証明に、今、保険証は顔写真が載っていませんので、それじ

ゃ駄目だよというところがかなり増えています。その中で、マイナンバーカ

ードについては顔写真が載っていますので、これは必要だなということで、

前回、私と一緒に自分もついでに申請したわけですけれども、やはり高齢者、

免許返上者にとっては、マイナンバーは顔写真がついているというところで、

ぜひ必要なのかなと。今後、西原村においても進めて、持ってないよという

ことになるといろんな手続が必要になりますので、ぜひ、最初は、マイナン

バーは年金の受給の不具合からこういうのが始まったんですけれども、こう

いうふうに政府のほうもデジタル化に進んでおります。村としても、できる

だけ多くの方が、今執行部からも言われたとおり、申請されて交付ができる

ように努力していただきたいと思いまして、私の質問を終わります。以上で

す。 

○議長（山下一義君）ほかに質疑ございませんか。 

  ６番、中西議員。 

○６番議員（中西義信君）６番、中西です。 

  まず、ページ18、５の林業のイノシシ、鹿の関係です。 

  予算から補正になっていますけれども、これはもともとは少なかったのか、

捕獲量が増えてから云々なのか、それとも、この頃、堀田議員も前の林田議

員も何か資格を取られたと伺っていますけれども、捕獲所有者が増えてこう

いった形になっているのか、そこのあたりの説明をお願いします。 

○議長（山下一義君）産業課長。 

○産業課長（南利孝文君）結論から申しますと、増加でございます。今回、鹿

94万6,000円、イノシシ５万8,000円追加補正させていただいておりますが、

当初、鹿50頭に対しまして136頭、それからイノシシが180頭の計画に対しま

して199頭ということで、大幅に増加しております。昨年が両方合わせまし

て206頭か何かだったと思いますが、今年はもう既に300頭を超えるというこ

とで、大幅な増加に基づくところの補正でございます。当初予算では、50頭、

180頭につきましては捕獲計画に記載しておる数字に基づいて計上しており
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ますので、その捕獲計画自体を大幅に超えていったと。 

  要因といたしましては、もちろん捕獲隊の皆さんの頑張りが一番なんです

けれども、その上に報酬を追加補正させていただいております。１万5,000

円、１人1,000円ですので15人増加したと。これまで18人だったのが、15人

増加して33名で現在、捕獲活動されております。その辺も大きな要因の一つ

であるというふうに理解しております。以上でございます。 

○議長（山下一義君）６番、中西議員。 

○６番議員（中西義信君）ページ19の教育費です。 

  事務局費の委託料の山西小学校用地時効云々と書いてありますけれども、

これは前からの懸案の道路拡張に関するところの関係であるならば、進捗状

況等をお話しいただければと思います。 

○議長（山下一義君）教育課長。 

○教育課長（吉田光範君）ただいまの中西議員の質問にお答えいたします。 

  山西小学校の用地につきましては、以前から未登記の部分がかなりありま

まして、地籍調査の部分でもずっと続けてきたわけでございます。私が教育

委員会に来まして、１件だけ残っておりました。何回か、十三、四人おられ

たんですが、そのうちの１人だけがどうしても高齢で意思表示ができないと

いうことで、同意を得られない部分がございました。その部分につきまして

はどうしても時効取得の裁判をせざるを得ないということで、今回、時効取

得をしたわけでございます。 

  一応予算は12月補正で上げておりますが、早めに終わりたいということで、

もう登記までつい先日、12月１日に完了して、山西小学校は一応未登記はな

いという方向で終わっております。以上でございます。 

○議長（山下一義君）６番、中西議員。 

○６番議員（中西義信君）私ももう８年ぐらい議員になりますけれども、当時

から何か伺ったことを覚えています。これがなるということは、今後、道路

拡張までつながる計画までいけるのか、ちょっと。 

○議長（山下一義君）教育課長。 

○教育課長（吉田光範君）今現在、登記が終わりまして、一応道路の計画につ

きましては復興建設課のほうで、今後、筆がいっぱいありますので、合筆し

てどうするかという方向だけはお願いしますということで引継ぎをしており

ます。それが終わった段階で道路の拡張工事関係に移っていかれるんだろう

ということで私は理解しております。以上でございます。 

○議長（山下一義君）復興建設課長。 

○復興建設課長（吉井 誠君）先日、教育委員会のほうから登記が終わったと

いうことを受けまして、現在、復興建設課のほうで、筆界未定の部分があり

ますので、筆界を確定させた後、合筆とかそういうのを経て、万徳新所線を

12月発注予定しておりますので、現在、運動場の部分に関してはまだ工事に
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入れていません。工事を発注した後、登記が完了次第、追加で変更契約させ

ていただいて最後まで終わりたいなというふうに考えているところです。以

上です。 

○議長（山下一義君）６番、中西議員。 

○６番議員（中西義信君）長年の懸案で、やっぱり通学路でもありますし、早

く解決できることを願っています。 

  せっかく復興課長が出られたので、もう一つ伺っていいですか。すみませ

ん。 

  村道補修関係で幾つか書いてありますけれども、これは村長も議長もおら

れます例の小園から上がってくるところの側溝に蓋がないところは入ってい

るのかをちょっと。 

○議長（山下一義君）暫時休憩します。 

（午前１０時５３分） 

 

（午前１０時５４分） 

○議長（山下一義君）会議を再開します。 

  復興建設課長。 

○復興建設課長（吉井 誠君）小園から、県道からの上がり口については、ま

だこの中には入っていません。また今後、検討していきたいと思っておりま

す。以上です。 

○議長（山下一義君）６番、中西議員。 

○６番議員（中西義信君）全体的に扱って高額がかかるのは仕方がないとして、

何か対応、反射鏡じゃないけれども、利用できるものがあるなら、ポールに

しろ何か考えてほしいと思います。 

○議長（山下一義君）復興建設課長。 

○復興建設課長（吉井 誠君）危険な箇所については、そういう目印だったり

とかポール等を置いて安全確保に努めたいと思います。以上です。 

○議長（山下一義君）６番、中西議員。 

○６番議員（中西義信君）よろしくお願いします。 

  せっかく駐車場もできましたけれども、あの真ん中にある縁石も危ないか

もしれないと思います。そこの役場の駐車場です。だから、危ない箇所は本

当にどこでもぱっと出てきますので、気をつけて取り組んでいただきたいと

思います。 

○議長（山下一義君）答弁求めますか。（発言の声） 

○６番議員（中西義信君）すみません、総務課長とは思いもしなかったもので

すから。危ない箇所はと先日、課長が言われたものだから、気がつくと幾つ

もあるということを覚えていただければそれでいいです。 

○議長（山下一義君）答弁は要らないですね。 
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  ほかに質疑ございませんか。 

  ７番、西口議員。 

○７番議員（西口義充君）総務省から、これは９ページですけれども、これに

新型コロナ感染症交付金が出ておりまして、構造改善センターが今度は改修

されます。これとは別に関連で、西原村で独自にコロナ対策としてプレミア

ム商品券を発行されました。それで、もう今、締切りは終わっておるという

ことでございますけれども、この前の企画課長のお話では相当の券が余って

いるというふうなお話でございました。それで、産業のほうでもお話をした

んですけれども、やはり地理的な問題もあるし年齢的な問題もあるし、いろ

んな問題が発生してこういう売上げができなかったというか、皆さんに当た

ることができなかった、買うことができなかったというようなお話がござい

まして、今後、何かあってプレミアム券を発行する場合、総体的に一応見直

しを考えながらやっていかないと、せっかくの村自体の発行券が無駄になり

ますので、この件に関して改めて企画課長、どうでしょうか。反省点はある

と思いますか。 

○議長（山下一義君）企画商工課長。 

○企画商工課長（林田浩之君）お答えいたします。 

  先ほど言われましたとおり、プレミアム付商品券の事業につきましては、

実際、対象者が6,768名という中で購入者のほうが5,188名ということで、

76.7％の購入者がおられるという形になっております。残り23.3％の方につ

いては未購入ということでございますので、基本、高齢者の方で車を持たな

い方とか、そういった方々についてはやっぱり購入されていないのではない

かなというふうに見ております。そういった方々に対して今後またプレミア

ム付商品券等を発行するに当たっては、検討していく必要があるのではない

かというふうに考えております。以上です。 

○議長（山下一義君）７番、西口議員。 

○７番議員（西口義充君）今後の課題として、行政のほうでも考えていってい

ただきたいと思います。 

  西原村のプレミアム券は、他町村と比べると本当に温情があるというか、

よそは25％ぐらいじゃなかったかなと思うんですけれども西原村は50％も補

助。そういう中で、もったいないなと。これだけ額があるのに活用できなか

ったというのは本当に残念でございます。今後、本当に見直しをしながら、

反省しながら進めていただきたいと思います。 

  次に、16ページ、保育園の備品購入なんですけれども、今回、保育園の北

側の横断歩道が今準備されております。こういう保育園の備品購入は久しぶ

りに上がってきたなと思っております。道路拡張による遊具の移動だろうと

思いますけれども、西原村の遊具は、園長先生からもお話を聞きましたけれ

ども、本当に長年使っておられます。山西保育園からの遊具が残っていると
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いうふうなことで、今まで大事に使っておられますけれども、今回の歩道で

桜の木も切ります。滑り台とかそういう遊具はどうなんですか。あれも移動

になるんですか。移動になった場合は、そのまままた移動してしばらくは使

うのか、どうなのか、新しく買い換えるのか、そこら辺もお願いします。 

○議長（山下一義君）復興建設課長。 

○復興建設課長（吉井 誠君）現在保育園の歩道の工事をやっているんですけ

れども、それに係る部分に関しては、実際、幅的に係る部分と、工事をやっ

ていて一旦退避させて、工事が終わった後もう一回戻すという２種類あるか

と思いますので、そこら辺も保育園のほうと相談しておりまして、残すやつ

は残して、撤去または付け替え等があるやつに関しては工事を行いながら協

議していっているところでございます。以上です。 

○議長（山下一義君）保育園長。 

○保育園長（槇原加奈子君）西口議員のご質問にお答えいたします。 

  現在、今、復興建設課長が申し上げましたように、２ｍほどの歩道ができ

るということで、園庭のほうも桜の木を切ったり、あと芝生のほうの未満児

さんの園庭も大分狭くなってきたりということで、未満児さんのところはほ

ぼ全ての遊具がかかるということと、あとほかに、工事にはかからなくても、

フェンスから近過ぎたら、例えばブランコであったりしたらフェンスに当た

ったらもう遊べないので、それは実際工事にはかからなくても動かさなけれ

ばいけない。そうなると、ほかの遊具との兼ね合いで設置が難しくなってく

る遊具も出てまいるかと思いますので、復興建設課長のほうと相談しながら、

あと遊具の毎年点検も受けておりますので、そちらのほうの状態も見ながら、

摩耗状態でありますとか危険度、そういったところを見ながら購入するか設

置し直すかを検討したいと思います。 

○議長（山下一義君）７番、西口議員。 

○７番議員（西口義充君）遊具も結構古うございますし、移転の際に下が腐れ

ていたりとかすれば、また新しいのに補正予算を組替えなければいけないと

思いますけれども、子どもは外で遊ぶのが当たり前でございます。遊具だけ

はしばらくできませんではいけません。子どもは、園庭へ入ったらすぐ遊具

のほうに多分遊びに行くと思いますが、早めの準備をしていただいて、事故、

けがのないように復興建設課のほうでも気を配りながら進めていただきたい

と思います。以上です。 

○議長（山下一義君）村長。 

○村長（日置和彦君）遊具については、保育園のほうからもお尋ねがあってお

ったところであります。小さな遊具はちょっと直すとよろしゅうございます

けれども、大型遊具がございます。値段にすれば五、六百万円というような

大きな遊具もございます。これは、道路の今工事をやっておりますので、境

界があってそれで終わりじゃなくして、工事中はまだそこの中に２ｍぐらい
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入りますので、あまり前さんを出しておくと後で動かすことができません。

工事が終わった段階、例えば来年の当初予算あたりでまた組ませていただく

ならばなと、そういったところはですね。小さなやつはちょっと直されます

ので、あまり前さんを出しておくと運動会等に支障がありますので、そこら

を考えながら進めていきたいなというふうに思っております。以上です。 

○議長（山下一義君）ほかに質疑ございませんか。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）９番議員、宮田です。 

  13ページでいきます。 

  防災公園等の整備事業、産業教育常任委員会のほうでも説明をいただいた

ところです。常にこれは村長が30億円を取りに行くぞということで、私ども

議会のほうも当初の20億円の枠取りが順調にいって、うまくいったところと

いうふうにこちらも安堵していたところです。残りの10億円、また村長が改

選後、東京に出向かれていって、ただいま交渉中というところでお返事はい

ただいてないかと存じ上げております。 

  今回のまず財源について、これがベストチョイスということで今回補正で

上がっているかと思いますけれども、当初の目的では、これに本来ならば国

の交付金関係が幾分入っておったのだろうと思います。しかし、今回は防

災・減災の関係で村債を2,700万円ほど発行してやると。残りの財源につき

ましては、一部一般財源、あとは熊本県からの基金と村の公共施設整備交付

金かな、これは。基金かな。２分の１ずつということで2,900万円見てあり

ます。 

  聞くところによりますと、国も今回のコロナ関係で経済が非常に冷え込ん

でおるということで、第３次補正関係を早急に取りまとめの依頼が来ておる

かと思います。今のところこれがベストチョイスと思いますけれども、その

後何らかの形で出てくれば、財源の組替えを考えてもいいのかなというふう

に思っています。 

  ９月で体育館が完成します。それに合わせて備蓄倉庫とか、中にはあれだ

けれども、外にもトイレなどを造っておったほうがええだろうという解釈で

進められておるかと思います。 

  今回の財源内訳について、これは財政のほうも関係していると思いますけ

れども、今回のやつはベストチョイスであるという答弁をいただければと思

います。今回、財源について、まずは企画商工課長のほうに答弁を求めたい

と思います。 

○議長（山下一義君）企画商工課長。 

○企画商工課長（林田浩之君）財源につきましては、現在、先ほど宮田議員の

ほうからも言われましたとおり、防災備蓄倉庫棟につきましては、緊急防

災・減災事業債という形で起債のほうを2,700万円ほど借りるという形に予
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算を計上させていただいております。こちらのほうが、この起債に対しまし

て充当率100％、交付税措置が70％ございますので、備蓄倉庫についてはそ

ちらのほうで財源はいくというところで考えております。 

  それと、屋外トイレ棟につきましては、今現在、宮田議員のほうからも言

われましたとおり、復興基金の創意工夫分という部分を２分の１と、村に頂

いております復興基金に積み立てております分を２分の１の2,900万円充て

て建設するというところにしております。 

  あと、補正予算につきましては、まだ国のほうも今、各自治体の要望をま

とめられておりますので、一応、そちらにつきましては、もしこちらの要求

が通れば、屋外トイレ棟は財源の組替え等をしていきたいなというふうに考

えております。以上です。 

○議長（山下一義君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）ありがとうございます。 

  村長もこれは相当頑張って完成までこぎ着けようという思いで、職員にも

やっていただきたいというふうに議会からも思っているところです。これに

ついては、財源の組替え等も有利なほうで、また社交金等ということで考え

ていっていただければと思います。村のやつは創意工夫分で使うという話だ

ね。ということですので、ほかに創意工夫分が使えるところが出てきやしな

いかなという思いもありますので、一応確認してみました。 

  それに関連してですけれども、財源という観点から議長、よございますか。 

○議長（山下一義君）はい、承知します。 

○９番議員（宮田勝則君）産業教育常任委員会のほうで委員長質問をしていた

だきました。大変ありがたい。糸舞季の件、それと国からお金をもらって職

員を派遣してもらっていますというか、こっちが雇用していますよね。数名

程度増えてきております。村長も、観光関係、西原村観光推進協議会という

名前と商工会の観光部門、これのいざこざが長年続いておりましたけれども、

やっと一本化、観光協会として立ち上げられまして、観光については、コロ

ナ関係で逆に少し田舎のほうで空気のいいところで遊ぼうというところが出

てきておりますので、こういう西原村、非常に環境のいい場所は追い風も若

干あるかと思います。 

  そういった中で、萌の里は非常に売上げも好調と今年は聞いております。

ミルク牧場のほうもいいという発言が先ほど委員長からありましたけれども、

糸舞季でございます。糸舞季のほうで、なかなかこれが完成以来、うまくい

っていないというところです。目的としては、地元の活性化を含めて、生涯

元気に暮らせる地域づくりを含めてあそこの公園化事業というのが始まった

というふうに存じております。なかなかうまくいかないということで、また

今回、指定管理者の新たな方を募集するに当たりまして、こうやって補修、

清掃していただくわけです。 
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  いつもお話があっておりますけれども、なかなかあそこに観光客が、夏場

は結構多かったというふうに聞いておりますけれども、ここ数年は通行止め

とかがありまして客も少なかったと。せんだって、秋口はまたライトアップ

等をしていただきまして、結構、夜８時ぐらいにすっと下りてこられる観光

客の方を見かけたことも数度あります。 

  何を言わんかとしていますというと、委員長が申しましたとおり、あそこ

を拠点として入り込み客を増やしていく、そういう施策に移るとき、先ほど

申しましたように大きな財源のことも要るかと思います。まず、道路が狭い

というのは、よその施設と比べてネックなところです。あんな田舎のほうに

太い道は当初は要らんだろうということで、駐車場部分だけを拡幅したりし

てやっておりますけれども、上を公園にして駐車場にしました。歩かないと

いけないのできついもんなというのが老人の方々、また子連れの方でも手を

引いてずっと歩いてこないかんというのが、今のところ欠点というふうにな

ってきています。そういったことで、あそこにもうちょっと目を当てて、河

原の観光活性化のために、また地域の活性、人口増の一つの考え方でいうと、

施策の中に入れていただくということを考えていただきたいと思っています。 

  財源が多いということで、あれが当初は山村振興事業等で６年か７年に１

回回ってくる5,000万円を使いながらやってきたわけですけれども、村長、

議員時代にありましたですね。下あげの辺地指定から始まりまして、今、宮

山地区辺地までが西原村は指定しております。非常に有効な起債を使えると

いうことで、これに使うには計画見直しがちょっと要りますけれども、議員

時代から共にやってきて、何か答えが出ないままに終わっておるような感じ

が私もしております。何とか成功、万歳ということをやりたいなというふう

な思いもありますけれども、計画の見直しをぜひとも議員を交えてやってい

ただいて、道路の拡張並び公園の事業を進めていただきたいと、このように

思っています。 

  先ほどの財源じゃありませんけれども、大きなお金が必要かと思います。

今、災害復旧というあれで少しずつ道路を直していますけれども、大きく、

あと数百ｍになりますけれども直して、ちょっと広めにやっていただいて、

中に公園をもうちょっと整備するという考えを持っていただきたいと思いま

して、この質問に入っています。これは政治決断も要りますけれども、村長

の考えの少し答弁を求めたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山下一義君）村長。 

○村長（日置和彦君）滝地区の糸舞季の件ですけれども、ご指摘があったよう

に、上に駐車場、そこから下りてくる。帰りが上らんといかんと。これが逆

なら少しはいいかなと思いましたけれども、これは地形のあんばいで致し方

がないということでございます。あれをいろんな計画をする中で、今申され

ましたように辺地債、これは有効な手段であるということで、あそこが辺地
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債の距離を満たしておるのか、そこら辺を見直さんといかんなということで

あります。それをまずして、それで辺地債が利用できるならば、辺地債でい

ろんな事業もできるんじゃなかろうかなというふうに思います。 

  ただ、ご存じのとおり、谷のところでございますので、土地がなかなか厳

しいかなということもございます。糸舞季もあの土地でフルシーズン全部使

っていいならばですけれども、冬はほとんどお客さんが来ないということが

あって、なかなか運営が厳しいと。だから滝の人たちも自分たちはできんと

いうようなお話も聞きますけれども、やはり滝の人のためにあそこは造った

ような施設でありますので、どうにかそれはできんかなということで思って

おります。 

  指定管理も今もう外れておりますので、春、３月議会ぐらいで指定管理も

またお願いしなきゃなりませんけれども、それには何かをせんといかんなと

いうことは私どもも理解をしております。そのことは、いろんなことを河原

地区については河原活性化特別委員会とか河原選出の議員の皆さん方とかと

一緒になって少し考えていかんといかんなと。住宅のこともございますので、

そういったことを踏まえて１回、河原校区活性化委員会は堀田議員でありま

すので、その辺で進めて、いろんな話をそこでさせていただくならばという

ふうに思っております。 

  やはり我々が思うのは、この一帯だけを開発するんじゃなくして、村全体

を開発して、そこにお客さんを少しでも呼び込んで活性化できるならばなと

いうふうに思います。それには、こう言っては何ですけれども、河原地区に

おいてはやはりはまってやらんとお客は来ないというところでもございます。

河原に店がないとかいろいろ言われますけれども、店に来るお客さんがいな

いもので店は来てくれません、なかなか。コンビニも造ってもらえんかとい

うようなお話もございましたけれども、そこは商売人でありますのでなかな

か来てくれないということで、やはり人口を増やさないと施設も来ないとい

うことであります。 

  いろんな面も全体的に含めて、糸舞季も含めて、河原地区の全体的な発展

につながるようなことをやっていかなくちゃいけないんじゃなかろうかな。

あわせて、河原小学校の複式学級問題もございますので、そこらも全て含め

て一遍お話をさせていただくならばなというふうに思います。以上です。 

○議長（山下一義君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）ありがとうございます。 

  河原の端の端まで考えていただいておるというので、一安心というか安堵

しておりますし、さらなる村長のリーダーシップの下、議会を含めて、地元

住民含めて、この事業の完成まで頑張っていきたいと思います。 

  それについては、任期が３年半になってきます。ぜひとも３か年事業計画

ということで、企画商工課、復興建設課、また住民課を含めましてやってい
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ただければと、このように思っていますので、要望としてこちらから出して

おきたいと思います。今年度中にやらんと３か年であれですので、お話だけ

はということですけれども、村長。 

○議長（山下一義君）村長。 

○村長（日置和彦君）まず、計画する前の段階の話がありますので、計画する

前に一遍お話をして、どういった方向でいくのか、それを決めていただくな

らばなというふうに思います。 

  ただ、事業費、財源的な問題もございます。今年でいよいよ宅地の復旧が

終わりますけれども、今から先、今度は起債の返還が始まってまいります。

こういったこともございますので、許される範囲内で進めていくならばなと

いうふうに思っております。なかなか100％の思いは届かないかもしれませ

んけれども、その方向に向かって進めていくならばなということで、宮田議

員あたりは特によろしくお願いします。 

○議長（山下一義君）ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（山下一義君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（山下一義君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第106号、令和２年度西原村一般会計補正予算（第９号）について、

原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（山下一義君）全員起立であります。 

  よって、議案第106号は原案どおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

（午前１１時２５分） 

 

（午前１１時４０分） 

○議長（山下一義君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  日程第２、議案第107号、令和２年度西原村国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）についてを議題とします。 

  内容の説明を保健衛生課長に求めます。 

（保健衛生課長 松下公夫君 登壇 説明） 

○保健衛生課長（松下公夫君）議案第107号につきましてご説明いたします。 

  議案第107号、令和２年度西原村国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）。 

  令和２年度西原村国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定め
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るところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20万7,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億8,505万1,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和２年12月８日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  歳入の主なものについてご説明いたします。 

  ６ページの歳入予算をお願いします。 

  款１国民健康保険税、項１国民健康保険税、目１一般被保険者国民健康保

険税300万円の減額補正でございます。新型コロナウイルス感染症対策によ

る保険税減免に伴う減額補正であります。 

  款３国庫支出金、項２国庫補助金、目２災害等臨時特例補助金180万円の

増額補正であります。災害等臨時特例補助金180万円の増額補正につきまし

ては、新型コロナウイルス感染症対策による国民健康保険税の減免に伴う国

庫補助金の増額であります。 

  款４県支出金、項１県補助金、目１保険給付費等交付金140万7,000円の増

額補正でございます。特別交付金140万7,000円の増額補正につきましては、

先ほど述べました国庫補助金と同様、新型コロナウイルス感染症対策による

国民健康保険税の減免に伴う県補助金の増額補正であります。 

  次に、歳出の主なものについてご説明いたします。 

  ７ページをお願いします。 

  款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費６万6,000円の増額補正で

あります。委託料６万6,000円の増額補正につきましては、令和２年度特別

調整交付金の様式追加に必要なシステム改修に伴う委託料の増額補正であり

ます。 

  款９諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目１一般被保険者保険税還付

金50万円の増額補正であります。確定申告を原因とする所得の変更等に伴う

保険税還付金の増加及び新型コロナウイルス感染症対策による保険税減免に

伴う還付金の増加による増額補正であります。 

  あとは、予備費を35万9,000円減額補正させていただいております。 

  以上でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

○議長（山下一義君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（山下一義君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 



－74－ 

○議長（山下一義君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第107号、令和２年度西原村国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（山下一義君）全員起立であります。 

  よって、議案第107号は原案どおり可決されました。 

  日程第３、議案第108号、令和２年度西原村介護保険特別会計補正予算

（第４号）についてを議題とします。 

  内容の説明を保健衛生課長に求めます。 

（保健衛生課長 松下公夫君 登壇 説明） 

○保健衛生課長（松下公夫君）議案第108号についてご説明いたします。 

  議案第108号、令和２年度西原村介護保険特別会計補正予算（第４号）。 

  令和２年度西原村介護保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ458万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億4,217万6,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和２年12月８日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  歳入の主なものについてご説明いたします。 

  ６ページの歳入予算をお願いします。 

  款１保険料、項１介護保険料、目１第１号被保険者保険料93万7,000円の

減額補正であります。新型コロナウイルス感染症対策による保険料減免に伴

う減額補正であります。 

  款３国庫支出金、項２国庫補助金383万1,000円の増額補正であります。 

  目１調整交付金43万9,000円及び目７災害等臨時特例補助金65万8,000円に

つきましては、新型コロナウイルス感染症対策による介護保険料の減免に伴

う国庫補助金の増額補正であります。 

  款６繰入金、項１一般会計繰入金、目２その他一般会計繰入金52万8,000

円の増額補正であります。介護保険システム改修に伴う事務費繰入金の増額

補正であります。 

  款７諸収入、項２雑入、目１雑入115万8,000円の増額補正であります。日

常生活支援総合事業の通所サービスに係るサービス単価が国の定める基準を

一部超えていることが国の指導監査時に指摘を受けたことによる負担金過払

い分の返還に伴う増額補正であります。 

  次に、歳出の主なものについてご説明いたします。 
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  ７ページをお願いします。 

  款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費105万6,000円の増額補正で

あります。委託料105万6,000円につきましては、介護保険制度の見直しに伴

うシステム改修委託料の増額補正であります。 

  款４諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目１償還金51万円の増額補正

であります。日常生活総合支援事業負担金の返還に伴う国・県への補助金返

還及び新型コロナウイルス感染症対策による保険税減免に伴う過年度分保険

料過誤納付還付金の増加による増額補正であります。 

  あとは、予備費を288万5,000円増額補正させていただいております。 

  以上でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

○議長（山下一義君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ４番、堀田議員。 

○４番議員（堀田直孝君）４番議員、堀田です。 

  全体的な予算のことについてですが、今回、保険料は減額、給付金におい

ては全く補正がされておらんということで、今朝の新聞に、政府がコロナ禍、

経営安定を図るということで、介護報酬の引上げを検討するというふうな記

事が出ております。その中で厚生労働省は、新型コロナ、介護事業者に影響

を及ぼすということで、事業所当たりの利用者、短期、要はショートステイ

ですけれども、前年比より20％減と大きく落ち込んだと。それと介護報酬、

通所リハビリ、デイケアですけれども、これも15.4％減少するということで、

年明けには報酬単価も決まるということで、多分単価を上げるんだろうと思

います。 

  やはりこういう中で、今、本村においても次年度の予算編成の時期となっ

ておりますが、今後の本村における介護保険の見通し、そのあたりがどうい

うふうになるか、教えていただきたいと思います。 

○議長（山下一義君）保健衛生課長。 

○保健衛生課長（松下公夫君）ただいまの堀田議員の質問にお答えしたいと思

います。 

  堀田議員がおっしゃったように、今日の熊日朝刊に介護報酬の引上げ検討

ということで、政府は、確かにおっしゃるように、今回の新型コロナウイル

ス関係で介護事業所の利用が減っているということで、経営の圧迫を招いて

いるというところもございます。そういう中で、介護報酬を引き上げて介護

施設の機能維持を図っていくというところではないかというふうに考えてお

ります。そういう中で、本村の今後の介護保険の見通しということのご質問

かと思います。 

  本年、来期からの介護保険に向けて、第８期の計画見直しをただいまつく

っているところでございます。その計画の中で、やはり今回の報酬引上げも



－76－ 

踏まえた上で次期８期計画を立て、その中で３年間における介護保険料等を

検討しながら進めていきたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（山下一義君）４番、堀田議員。 

○４番議員（堀田直孝君）ただでさえ改定の年は大変な年ですけれども、本当

にコロナ禍ということで見通しが分からない中です。あとは頑張ってくださ

いとしか言いようがありませんので、以上で終わりたいと思います。よろし

くお願いします。 

○議長（山下一義君）保健衛生課長。 

○保健衛生課長（松下公夫君）ただいま堀田議員からも言われましたように、

安定経営、健全経営に向けて第８期計画を作成していきたいというふうに考

えます。以上です。 

○議長（山下一義君）ほかに質疑ありませんか。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）９番、宮田です。 

  雑入で、説明の中で通所の何が間違っていて、していたのか、サービス内

容のポイントというか、あれの単価差だと思うんだけれども、今年度上半期

分だけでこの金額なのか、その辺も含めて説明していただければと思います。 

○議長（山下一義君）保健衛生課長。 

○保健衛生課長（松下公夫君）実は、平成29年度から日常生活支援総合事業で

行っている通所サービス、すみれの会、対象者としては要支援の方々ですけ

れども、その方たちが利用される通所サービスにおいて、平成29年に１回当

たりの単価と一月当たりの限度額というのを決定しております。基本は月４

回の利用ということで考えて単価設定をしておりましたところ、月によって

は５回利用できる月があったということで、そうすると、１回当たりの単価

は月４回であれば問題なかったんですけれども、限度額を超えなかった。た

だ、月５回利用された方が月の限度額を超えてしまっていたと、５回利用し

た場合。そういうことで、１回当たりの単価、月５回の利用もあるじゃない

かということで、限度額を超えている分を今回是正するということで、平成

29年度から令和元年度まで延べ99名の方の利用があっておりました。事業所

としては２事業所。社会福祉協議会とみどりの館で行われておりました。 

  そういう形で、月５回利用された方々が限度額を超えていたということで

今回是正をさせていただきますし、事業所からその分の負担金を返還してい

ただくという形を取らせていただきました。申し訳ありませんでした。 

○議長（山下一義君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）通所サービスの、これは支援ということは村の事業

だよね。（「はい、村の事業というか、補助金はあります」の声）若干ある

けどな。事業主体としてはこっちの関係だと思うんですけれども、通所サー

ビス関係を推奨して村もずっとやっていたところですので、このサービス関
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係が充実することによって全体的なお金が減っていくという理想論の下にや

っていることです。そういう周知徹底を再度やっていただいて、間違いがな

いようにやっていただければと思います。 

  あと、また繰出金で12万9,000円、過年度は過年度だけれども、再確定と

あまり使わない言葉で濁しているようにこっち側からは見えます。確定した

後また再確定というのは確定していないじゃないかという話なんだけれども、

一度確定の言葉を使ったからこういう文言にしているかと思います。内容に

少し触れていただければと思います。 

○議長（山下一義君）保健衛生課長。 

○保健衛生課長（松下公夫君）ただいまのご質問にお答えいたします。 

  先ほど述べました通所サービスの返還金の指摘を受けて、今回、負担金を

返還させていただきました。そういう中で、一般会計から事務費というか事

業費として繰入れを行っておりました。その分を今回、一般会計に戻すとい

うのがこの繰出金であります。 

  再確定という表現は確かにおかしいかなと。申し訳ありません。要は指摘

に伴う繰出金の返還ということになるかと思います。 

○議長（山下一義君）暫時休憩します。 

（午後 ０時００分） 

 

（午後 ０時０１分） 

○議長（山下一義君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（山下一義君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（山下一義君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第108号、令和２年度西原村介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（山下一義君）全員起立であります。 

  よって、議案第108号は原案どおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

（午後 ０時０２分） 

 

（午後 １時００分） 

○議長（山下一義君）休憩前に引き続き会議を再開します。 
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  日程第４、議案第109号、令和２年度西原村後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）についてを議題とします。 

  内容の説明を保健衛生課長に求めます。 

（保健衛生課長 松下公夫君 登壇 説明） 

○保健衛生課長（松下公夫君）議案第109号につきましてご説明いたします。 

  議案第109号、令和２年度西原村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）。 

  令和２年度西原村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ195万1,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億7,173万7,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和２年12月８日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  歳入の主なものについてご説明いたします。 

  ６ページの歳入予算をお願いします。 

  款３繰入金、項１一般会計繰入金、目２保険基盤安定繰入金177万円の減

額補正であります。後期高齢者医療保険基盤安定負担金の減額に伴う繰入金

の減額補正でございます。 

  同じく、目３療養給付費繰入金355万1,000円の増額補正であります。令和

元年度後期高齢者医療療養給付費の確定に伴う繰入金の増額補正であります。 

  次に、歳出の主なものについてご説明いたします。 

  ７ページをお願いいたします。 

  款２後期高齢者医療広域連合納付金、項１後期高齢者医療広域連合納付金、

目１後期高齢者医療広域連合納付金178万3,000円の増額補正であります。負

担金、補助及び交付金178万3,000円につきましては、後期高齢者医療保険基

盤安定負担金176万9,000円の減額、令和元年度後期高齢者医療療養給付費精

算負担金355万2,000円の増額補正であります。 

  款３保健事業費、項１健康保持増進事業費、目１健康診査費15万9,000円

の増額補正であります。委託料15万9,000円につきましては、健診受診者の

増加に伴い23万9,000円の増額、歯科健診受診費用８万円の減額補正であり

ます。 

  あとは、予備費を16万2,000円減額補正させていただいております。 

  以上でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

○議長（山下一義君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 
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○議長（山下一義君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（山下一義君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第109号、令和２年度西原村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（山下一義君）全員起立であります。 

  よって、議案第109号は原案どおり可決されました。 

  日程第５、議案第110号、令和２年度西原村中央簡易水道事業特別会計補

正予算（第２号）についてを議題とします。 

  内容の説明を復興建設課長に求めます。 

（復興建設課長 吉井 誠君 登壇 説明） 

○復興建設課長（吉井 誠君）議案第110号につきまして説明いたします。 

  議案第110号、令和２年度西原村中央簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号）。 

  令和２年度西原村中央簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億1,914万6,000円とす

る。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和２年12月８日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  続きまして、主な内容につきましてご説明申し上げます。 

  ６ページをお願いします。 

  歳出予算でございます。 

  款１水道事業費、項１営業費用、目１業務費、節14工事請負費482万円の

増額補正、こちらに関しましては、万徳新所線道路改良工事、東工区になり

ます。に伴う配管工事として増額するものでございます。 

  続きまして、款１水道事業費、項２営業外費用、目２消費税相当額、節45

消費税相当額82万4,000円の増額補正でございます。こちらにつきましては、

令和元年度確定申告におきまして、消費税の年間税額が消費税法に定める基

準額を超えたことによる中間申告に伴う納付税額として、増額補正するもの

でございます。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（山下一義君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま



－80－ 

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（山下一義君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（山下一義君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第110号、令和２年度西原村中央簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号）について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（山下一義君）全員起立であります。 

  よって、議案第110号は原案どおり可決されました。 

  日程第６、議案第111号から日程第９、議案第114号までの工事請負変更契

約の締結についてを一括議題としたいと思いますが、異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（山下一義君）異議なしと認め、一括議題とします。 

  内容の説明を復興建設課長に求めます。 

（復興建設課長 吉井 誠君 登壇 説明） 

○復興建設課長（吉井 誠君）議案第111号から議案第114号につきましては、

全て工事請負変更契約の締結についてであり、同じ条文でありますので、以

下については一括して契約の内容を説明させていただきます。 

  議案第111号、工事請負変更契約の締結について。 

  次のとおり工事請負変更契約を締結したいので、地方自治法第96条第１項

第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条の規定により議会の議決を求める。 

  令和２年12月８日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  記。 

  １、契約の目的、西大滑第４号、大切畑地区大規模盛土滑動崩落対策工事

（大切畑05）。 

  ２、変更前契約金額３億5,240万2,461円（税抜額３億2,036万5,874円）、

変更後契約金額３億9,864万8,981円（税抜額３億6,240万8,165円）、4,624

万6,520円の増となっております。 

  ３、契約の相手方、受注者、八方・宇都宮特定建設工事共同企業体、代表

者、熊本県菊池市赤星2114番地１、株式会社八方建設、代表取締役前川浩志、

構成員、熊本県菊池郡大津町室2137番地２、株式会社宇都宮建設、代表取締

役宇都宮誠二。 

  工事の内容をご説明いたします。 

  擁壁工と家が近接している箇所に設置する仮設土留め矢板工、グランドア
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ンカー工の増、続きまして、一軸圧縮試験結果に基づく安定処理工における

固化材添加量の増、交通誘導員、警備員の増となっております。 

  以上でございます。 

  続きまして、議案第112号を説明いたします。 

  １、契約の目的、西大滑第11号、宅地耐震化推進（大規模）滑動崩落対策

工事（下布田10）。 

  ２、変更前契約金額２億5,690万6,390円（税抜額２億3,355万1,264円）、

変更後契約金額３億2,571万5,232円（税抜額２億9,610万4,757円）、6,880

万8,842円の増となっております。 

  ３、契約の相手方、受注者、緒方・長田特定建設工事共同企業体、代表者、

熊本県菊池市野間口1097番地、株式会社緒方建設、代表取締役緒方公一、構

成員、熊本県菊池郡大津町大字陣内1356番地、長田建設株式会社、代表取締

役長田宏二。 

  工事の内容をご説明いたします。 

  宅地擁壁基礎部の安定処理工について、集落全体で床堀り時に湧水が見ら

れ、セメントと現地発生土を混合して施工する安定処理工から生コン打設工

へ変更増としております。また、擁壁工と家が近接している箇所に設置する、

仮設土留め矢板工の増となっております。 

  以上でございます。 

  続きまして、議案第113号を説明いたします。 

  １、契約の目的、西小規模第７号、小規模住宅地区等改良工事（下布田

10）。 

  ２、変更前契約金額１億3,382万5,215円（税抜額１億2,165万9,287円）、

変更後契約金額１億7,122万73円（税抜額１億5,565万4,612円）、3,739万

4,858円の増となっております。 

  ３、契約の相手方、受注者、緒方・長田特定建設工事共同企業体、代表者

と構成員は先ほどの説明のとおりとなっております。 

  工事の内容を説明いたします。防火水槽の埋設に係る簡易仮設土留め矢板

工の増、また、道路線形変更による宅地擁壁工の増となっております。 

  以上でございます。 

  続きまして、議案第114号を説明いたします。 

  １、契約の目的、西滑動第57号、宅地耐震化推進（拡充）滑動崩落対策工

事（ＫＨ－118・129・135）。 

  ２、変更前契約金額１億428万円（税抜額9,480万円）、変更後契約金額１

億2,128万4,900円（税抜額１億1,025万9,000円）、1,700万4,900円の増とな

っております。 

  ３、契約の相手方、熊本県阿蘇郡西原村大字鳥子2710、日置工業株式会社、

代表取締役日置一登。 
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  工事の内容を説明いたします。 

  石工不足によるブロック積みから中型ブロック積みへ変更増、ブロック積

み工からルートパイル工への変更増、一軸圧縮試験結果に基づく安定処理工

における固化材添加量の増、以上でございます。 

  ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（山下一義君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。 

  なお、質疑をされる際には、議案番号を述べて質疑をお願いいたします。 

  質疑ございませんか。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）９番議員、宮田です。 

  議案番号ごとにいきますか。全部でいいですか。 

  ケツからいきましょう。議案番号114番についてです。 

  今月25日で工期が終了します。完成していると思います。精算分の変更契

約でよございますか。 

○議長（山下一義君）復興建設課長。 

○復興建設課長（吉井 誠君）変更分の精算契約となります。 

○議長（山下一義君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）次、議案番号113号に移ります。 

  第113号と第112号は特定ＪＶ関係が同じ業者さんですので、これは２つま

とめて質疑いたします。 

  変更内容については、仮設工事の矢板関係と、今は目に見えなくなった土

に潜る分の生コンへの変更、それと防火水槽関係が、これも矢板等の設置を

しなければオープンではできなかったということのやつだと思います。 

  冒頭、今回の定例会のお話で出来高７割というお話が村長からもあったと

思います。この７割の根拠は、足した約５億円近いですね、額面的には。約

５億円の中の３割が今残っておるというところであります。３割というと１

億5,000万円、あと、出来高を３ヶ月で上げてくださいという契約かと思い

ます。違いますか。 

○議長（山下一義君）復興建設課長。 

○復興建設課長（吉井 誠君）村長から説明があったのは75％なんですけれど

も、これに関しましては、昨年度１回契約を切っておりますので、その分も

合わせた全体ということで75％ということです。今年の契約だけだと、恐ら

く半分程度ぐらいと思います。 

○議長（山下一義君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）てっきり皆そう思っていますけれども、今回の変更

契約分に関しての残り３割と。元の母体からしたら分母がえらい大きくなり

ますよね。倍近くになるのかな。ということになると、３か月で終わらせな
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いかんというふうに村長も思っておられるし、私どもも思っています。とい

うか、業者さんも含めて３か月で、トータルこれ12～13億円あったかと思い

ますけれども、10億円としても３割だと３億円上げねばいかんような、現場

で月１億円。ピーク時は右肩上がりの勾配ががんと上がります。今回、延べ

の残工事を見ますと、材料比重が高い工事が盛土関係購入土で、それと最後

の黒舗装、路盤関係をし出してから出来高がぼんと上がりますけれども、そ

の手前、途中に排水工事があります。メーター１万円ちょっとです。人件費

いっても１日何十万円しか上がりません、出来高が。非常に厳しい工期、ど

うやって指導をやっていくのか、緒方・長田ＪＶに関して答弁を求めます。 

○議長（山下一義君）復興建設課長。 

○復興建設課長（吉井 誠君）宮田議員が言われましたとおり、本当に工程的

にも厳しい状況となっております。 

  最悪の場合は突貫工事というか、夜ももしかしたらお願いしないといけな

い状況になるんじゃないかと。もちろん地元の方々と役員さんがおられます

ので、そこら辺とのすり合わせを行ってやらないといけないかもしれません。

今、ぎりぎりどうにか終わるんじゃないかという工程なんですけれども、雨

が続いたりとか不測の事態が発生した場合はそういう可能性があるんじゃな

いかというふうに考えているところです。 

○議長（山下一義君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）くれぐれも工期が延びないようにという、当初から

議会側も執行部側もお話をしていたところですけれども、どう考えてもちょ

っと厳しい状況になってくるかと思います。それを突貫で逆に夜間までやっ

て、地元の方々に寝る時間にドンドンガンガンやられたら布田の皆さんもた

まったものじゃないというふうに思います。特に、重機が動くと振動するん

ですね。寝ておられん状況になります。その辺を含めても、逆に繰越しはも

うきかないということになると台数を増やすしかないと思います。夜間、精

いっぱい目をつぶって祭日にやっていいかぐらいの話になります。 

  こっちは急げと言いますけれども、対処方法的には幾つかあります。やは

り非常に厳しい工期は誰が見ても間違いないのですけれども、その辺、地元

の方々にもご協力を仰がなければいけないところだと思います。 

  最終的には業者さんの力量が見られるところですので、うちからも議会側

からも当然、そういうことで執行部が工期内完成というふうな話をするので

あれば、こちらからも工期内完成を指導する立場になりますので、そういっ

たことで進めさせていただければいいかなと思います。 

  ただし、事故等を起こしてもらっても困りますので、ケツをたたきながら

も少し優しいところを持ってこちら側もいきますので、その辺はあうんの呼

吸でやっていただければと思います。 

  同じ案件ですけれども、次に移っていいですか。 
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○議長（山下一義君）はい、どうぞ。 

○９番議員（宮田勝則君）議案第111号、八方・宇都宮ＪＶの受注されておる

件です。 

  これは、トータルで解釈でいうたら70％ぐらいという話は、トータル事業、

あれは十五、六億円あったと思いますけれども、その中の、これもちょっと

厳しいと思います。特にここも同じような残工事が残ってきておるかと思い

ます。変更内容については、もう既に終わったようなやつばかりが出てきて

います。変更数字で不確定要素はもうほぼなくなってきているかと思います

けれども、やはり工期ですね、これは。工期関係が非常に厳しいと。大切畑

は、布田と比べれば延長がちょっと短いですよね、道路関係が。やろうと思

えばできるから、その辺を含めて同じような考えでいくのか、こっちはちゃ

んと終わらせていただけるのか、課長としての答弁で結構です。 

○議長（山下一義君）復興建設課長。 

○復興建設課長（吉井 誠君）大切畑と布田の関係なんですけれども、ほとん

ど同じような状況で進んでいるところです。どちらかといえば、大切畑のほ

うが道路をやって、もうその都度水道を埋設しています。擁壁の量からする

と大切畑のほうが若干多いかと思うんですけれども、ほぼ、基礎下の工事と

１段目、２段目が上がっていますので、出来高が上がってないんですけれど

も、これから先延びるのは大切畑なんじゃないかというふうに予測をしてお

るところです。 

  布田はどうしてもまだ水道を全部新設しないといけない予定がありまして、

そこら辺を昼間ほっておいて夜、夜間工事で全部つなげたりとか、そういっ

た工夫でどうにか３月まで終わるように頑張っていければというふうに、課

員総出でやっておりますので、一番時間がかかったりするのが、住民さんと

のトラブルだったりとかそういうのもあります。地元の役員さんだったり議

員さんの力を借りて、一日も早く終わるように努めていきたいと思っており

ます。 

  以上です。 

○議長（山下一義君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）この変更契約の中身については別段問題ないと思い

ますので、やはり最終的には地元の皆さん方が喜ぶものを予定期日内に納め

ていただくというのが契約の在り方です。若干のケツ延ばしを私どもが認め

るわけにもいきませんので、最終まで頑張っていただきたいけれども、唯一

こちらから指摘すれば、もっと早い段階でケツを分かっておるんだから、何

か策はなかったろうかというようなことはいつも思っています。 

  規模も規模ですしあまり言いませんが、そういったことで、次いろんなこ

とがまた経済対策を含めて出てきます。そういったところも、よその業者さ

んは緩く見て地元の業者さんだけ厳しく見るというのはおかしいところも本
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末転倒のところもありますというところで、やはりそういうところも考えて

やっていただければと思います。村長はよく分かられておると思いますので、

村長のほうからも叱咤激励を業者さんにできないものかと思います。 

  一例が、熊本県知事が少し号令をかけましたときに、突貫になりましたけ

れども、迂回路がすっと、こんな早くできるのかというのが最後の極めで出

てきましたので、村長から号令をかけていただければと思いますが、いかが

でしょうか。 

○議長（山下一義君）答弁はいいですか。 

○９番議員（宮田勝則君）いかがでしょうか。 

○議長（山下一義君）村長。 

○村長（日置和彦君）契約したときから工期は工期ということでありますので、

工期を守るのは当たり前ということあります。 

  ただ、突発的にいろんな障害物があったりとか、電柱が直らなきゃ仕事が

できんとか、いろいろなこともございますので、あまり急いでばかりも仕事

が雑になるということも考えられます。それ相応のケツをたたいてやってい

かんといかんなというふうに思っています。 

  もう大体毎回言われましたけれども、３月いっぱいで全ての復旧工事は終

わるということを公言しておりましたので、それに沿うように進めていきた

いというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（山下一義君）ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（山下一義君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論は１議案ごとに行います。 

  議案第111号について討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（山下一義君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第111号、工事請負変更契約の締結について、原案どおり決すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（山下一義君）全員起立であります。 

  よって、議案第111号は原案どおり可決されました。 

  議案第112号について討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（山下一義君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第112号、工事請負変更契約の締結について、原案どおり決すること
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に賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（山下一義君）全員起立であります。 

  よって、議案第112号は原案どおり可決されました。 

  議案第113号について討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（山下一義君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第113号、工事請負変更契約の締結について、原案どおり決すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（山下一義君）全員起立であります。 

  よって、議案第113号は原案どおり可決されました。 

  議案第114号について討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（山下一義君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第114号、工事請負変更契約の締結について、原案どおり決すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（山下一義君）全員起立であります。 

  よって、議案第114号は原案どおり可決されました。 

  日程第10、発議第10号、西原村議会会議規則第129条に伴う議員派遣につ

いてを議題とします。 

  お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配付しておりますとお

り派遣することにしたいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（山下一義君）異議なしと認めます。 

  よって、発議第10号、西原村議会会議規則第129条に伴う議員派遣につい

ては、お手元に配付しましたとおり派遣することに決定いたしました。 

  日程第11、組合議会の報告を行います。 

  組合議会議員から報告がございましたらお願いします。 

  ４番、堀田議員。 

（４番議員 堀田直孝君 登壇 報告） 

○４番議員（堀田直孝君）４番議員、堀田です。 

  令和２年第２回熊本県後期高齢者医療広域連合議会定例会が令和２年11月

16日に熊本県市町村自治会館におきまして開催されましたので、報告いたし

ます。 
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  本議会では、議第９号から議第15号までの議案が上程されました。各議案

は、議第９号、専決処分の報告及び承認について「令和元年度熊本県後期高

齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）」、議第10号、

専決処分の報告及び承認について「熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定」、議第11号、令和元年度

熊本県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算の認定について、議第

12号、令和元年度熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定について、議第13号、令和２年度熊本県後期高齢者医療広

域連合一般会計補正予算（第１号）について、議第14号、令和２年度熊本県

後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい

て、議第15号、熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例

の一部を改正する条例の制定についての７つの議案が審議されました。 

  主な事項につきましては、議第11号の令和元年度熊本県後期高齢者医療広

域連合一般会計歳入歳出決算の認定では、歳入総額３億802万8,287円、歳出

総額２億5,444万2,855円、歳入歳出差引残額5,358万5,432円、うち基金繰入

金０円、議第12号の令和元年度熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算の認定では、歳入総額2,960億2,848万9,216円、歳

出総額2,876億6,783万4,574円、歳入歳出差引残額83億6,065万4,642円、う

ち基金繰入金０円というものでしたが、全ての議案におきまして、採決の結

果、賛成多数で可決されました。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（山下一義君）ただいま報告が終わりましたが、何かお尋ねはございま

せんか。 

（「ありません」の声） 

○議長（山下一義君）お尋ねがないようですので、自席に帰ってください。 

  ほかに報告ございませんか。 

  ８番、上野議員。 

（８番議員 上野正博君 登壇 報告） 

○８番議員（上野正博君）８番議員、上野です。 

  阿蘇広域行政事務組合の定例会が10月19日に行われました。令和元年度一

般会計、特別会計の歳入歳出の決算報告をいたします。 

  一般会計で、収入済額30億8,350万1,874円で、支出総額30億3,266万8,233

円となっています。差引残額5,083万3,641円であります。その中で、本村が

加入している一般会計のし尿処理費と総務費で、本村の負担金5,873万6,000

円となっております。 

  それから、特別会計の養護老人ホーム湯の里荘については、収入済額１億

5,348万円、支出済額１億4,025万5,000円、差引額1,322万5,000円となって

おります。本村の負担金1,243万6,000円となっております。 
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  一般会計と特別会計を合わせて本村の負担が7,117万円であります。 

  本村は、さっき言いましたようにし尿処理と養護老人ホーム湯の里荘に加

入しておりますのでこの２件ですけれども、現在、湯の里荘の入居者が49名、

その中で西原村からの入居者が５名おられます。 

  これで令和元年度の収支決算報告を終わります。 

○議長（山下一義君）ただいま報告が終わりましたが、何かお尋ねはございま

せんか。 

（「ありません」の声） 

○議長（山下一義君）お尋ねがないようですので、自席に帰ってください。 

  ほかに報告はございませんか。 

（「ありません」の声） 

○議長（山下一義君）ないようでしたら、これで組合議会等報告を終わります。 

  日程第12、陳情書の審議についてを議題とします。 

  11月20日に受理した陳情書は、お手元に配りました地方たばこ税を活用し

た分煙環境整備に関する陳情書のとおりです。 

  お諮りします。陳情書受理番号３番について、会議規則第95条及び第92条

第２項の規定により、委員会付託を省略して本会議で審議したいと思います

が、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（山下一義君）異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託は省略して本会議で審議することに決定しました。 

  陳情書受理番号３番、受理年月日、令和２年11月20日、陳情者名、肥後大

津たばこ販売組合、専務理事坂本健一。陳情の要旨、地方たばこ税を活用し

た分煙環境整備に関する陳情書。 

  以上１件の陳情書の朗読を事務局より行います。 

○議会事務局長（米口三喜男君）受理番号３番、地方たばこ税を活用した分煙

環境整備に関する陳情書を朗読したします。 

  令和２年11月20日。西原村議会議長、山下一義殿。 

  熊本県阿蘇郡西原村大字河原855、肥後大津たばこ販売組合、専務理事坂

本健一。 

  地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する陳情書。 

  平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

  さて、2018年７月に、望まない受動喫煙の防止を図るため、健康増進法の

一部を改正する法律が公布され、2019年７月１日には第一種施設を対象にし

た一部施行が行われ、2020年４月１日から全面施行となりました。 

  第一種施設である行政庁舎については、「原則敷地内禁煙。ただし、屋外

で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置

することができる。」とされておりますが、一部の行政庁舎では屋外喫煙所
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が撤去され、敷地内全面禁煙となってしまいました。 

  そのため、喫煙する来場者や職員は、近隣施設の喫煙場所に集中しての喫

煙や路上での喫煙を余儀なくされており、却って「望まない受動喫煙」を誘

発する状況になっています。 

  この法律は、たばこを「吸える場所、吸えない場所」を明らかにして、望

まざる受動喫煙を防止するものであり、禁煙を推進するものではありません。 

  今後、全国各地の公共施設や飲食店等における設置要件を満たす喫煙場所

設置は、高額な費用が発生するところから実現は困難であり、喫煙場所の撤

去・縮小が予測されます。そのため、喫煙者は路頭に迷い、ポイ捨てや喫煙

ルール無視の増加が危惧されます。 

  また、たばこは法律で認められている嗜好品であり、喫煙者は「たばこ

税」を通して、国や地方自治体の財政に大きな貢献をしています。貴村にお

いては、年間約５千万円のたばこ税による収入があり、それが村民の生活に

大きく役立っているところです。 

  昨年12月に与党が取りまとめた「令和２年度税制改正大綱」おいて、「望

まない受動喫煙対策や今後の地方たばこ税の安定的な確保の観点から、地方

たばこ税の活用を含め、地方公共団体が積極的に屋外分煙施設等の整備を図

るよう促すこととする。」とされており、加えて本年１月に総務省自治税務

局より発出された「令和２年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっ

ての留意事項について」では、「望まない受動喫煙を防止するためには、公

共施設における分煙環境の整備や、駅前・商店街などの場所における屋外分

煙施設の設置等が考えられるところであり、また、こうした取組は今後の地

方のたばこ税の安定的な確保にも資すると見込まれることから、屋外分煙施

設等の整備を図るために、積極的に地方のたばこ税の活用を検討していただ

きたいこと。」と記載されております。 

  分煙環境の整備は、「望まない受動喫煙防止」はもとより、継続的安定税

収の確保に資するものと考えます。また、公共喫煙場所を充実させることは、

ポイ捨てや歩きたばこが減少し、行政・商店街等が取組む環境美化の促進が

期待されます。そして、喫煙所（場所）の設置や排気設備の更新などが進ま

ない事業者を支援することは、改正健康増進法の徹底、無用なトラブルの減

少になります。 

  係る状況を踏まえて、私たちは、「望まざる受動喫煙を防止し、喫煙者も

非喫煙者もお互いが気持ちよく生活できるよう、地方たばこ税の一部を活用

して喫煙環境を整備」して頂きたく、関係する団体とともに下記の通り強く

陳情いたします。 

  記。 

  １、地方たばこ税の一部を活用した、公共喫煙場所の増設・維持を積極的

に進めることを強く求めます。 
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  ２、地方たばこ税の一部を活用し、事業者が取組む屋内喫煙室設置の助成

を目的とした事業に充当することを強く求めます。 

  ３、国に対し、貴自治体として、地方たばこ税を喫煙場所整備に活用でき

る全国的な制度の整備を要望していただくことを強く求めます。 

  連署者、熊本県熊本市中央練兵町61－１、九州中部たばこ販売協同組合連

合会、会長益田龍朗、ほか下記のとおり６団体となっております。 

  以上です。 

○議長（山下一義君）ただいま事務局より朗読が終わりました。陳情書受理番

号３番について何か質疑ございませんか。 

  ３番、小城議員。 

○３番議員（小城保弘君）３番、小城です。 

  マイクが故障のため、横のマイクを使わせていただきます。 

  今、朗読を聞いておりましたけれども、たばこというのは百害あって一利

なしという、吸わない人から見ればそういった意見がたくさんありますけれ

ども、愛煙家の方々はやはり精神安定剤とか、ぼけ防止に吸っているという

ようなこじつけで言われる方もおります。健康面に関しては多大に害がある

と私は思いますけれども、環境面とか衛生面に対しては、やはり喫煙施設が

あったほうが私はよいと思います。 

  なかなか、吸わない人にはやはりやめてもらいたいとかありますけれども、

私も愛好家でございますし、その点、たばこのポイ捨てや環境問題で、また

子どもの非行とか、そのためには屋外の喫煙施設を進めたいと思いまして、

推進していってもらいたいと思います。 

  以上です。 

○議長（山下一義君）ほかにございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（山下一義君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（山下一義君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより陳情書受理番号３番について起立により採決します。 

  陳情書受理番号３番、地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する陳情

書を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（山下一義君）全員起立であります。 

  よって、陳情書受理番号３番は採択されたものと決定しました。 

  日程第13、委員会の閉会中の継続調査申出書の件を議題とします。 

  議会運営委員会委員長宮田勝則君、総務福祉常任委員会委員長中西義信君、

産業教育常任委員会委員長西口義充君、議会広報常任委員会委員長坂本隆文
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君、以上の方から会議規則第75条の規定によって、お手元に配付しました申

出書のとおり、閉会中の継続調査申出があっております。 

  事件、理由等については記載のとおりです。 

  お諮りします。各委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（山下一義君）異議なしと認めます。 

  よって、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

  お諮りします。本日の議事日程及び本定例会の会議に付されました議事は

全て終了しました。したがって、会議規則第７条の規定によって本日で閉会

したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（山下一義君）異議なしと認めます。本定例会は本日で閉会することに

決定しました。 

  これで本日の会議を閉じます。これをもって令和２年第４回西原村議会定

例会を閉会します。 

 

 

午後 ２時０１分   閉 会 
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  地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

  令和   年   月   日 

 

 

  熊本県阿蘇郡西原村議会議長    山 下 一 義 

 

 

           ７番議員    西 口 義 充 

 

 

           ８番議員    上 野 正 博 
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